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輸送量 前年同月比
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5月1日号

交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
大型 中型 準中型 普通 計

33
（＋1）

12
（−4）

10
（＋3）

1
（−1）

56
（−1）

交通事故死者数（人）

3月31日現在 4月29日現在

748
（＋12）

953
（−46）

全国の死亡
事故件数

735
（＋13）

令和２年３月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

▼全ト協会員専用ページのパスワード▼

4/15〜5/14  7654
5/15〜6/14  5095
　　　

２・3
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

8 ・�熱中症予防は
万全ですか？（前編）

・�国交省「一般貨物自動車運送事業に係る
標準的な運賃」（令和2年4月24日告示）

6・7
・「全国�道路関係
入浴・シャワー施設情報」

（TS、道の駅、高速道SA・PA）

4・5

《Gマーク特集》
・��2020年度貨物自動車運送事業安
全性評価事業の制度紹介
・��Gマーク認定事業所紹介
　　八島運送㈱福島営業所
　�（福島県福島市）

同営業所は、2019年度に初めて
Gマーク認定事業所となった

　

ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
労
働

環
境
は
︑
他
の
産
業
と
比
べ

て
長
時
間
労
働
・
低
賃
金
の

状
況
に
あ
り
︑
運
転
者
不
足

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き

た
︒
こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま

え
︑
運
転
者
の
労
働
条
件
の

改
善
等
を
図
る
た
め
︑
平
成

30
年
12
月
︑
議
員
立
法
に
よ

り
︑
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
︒

　

同
改
正
に
盛
り
込
ま
れ
た

﹁
標
準
的
な
運
賃
の
告
示
制

度
﹂
は
︑
運
転
者
の
労
働
条

件
を
改
善
し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
が
そ
の
機
能
を
持
続
的

に
維
持
し
て
い
く
に
あ
た
り
︑

法
令
を
遵
守
し
て
持
続
的
に

事
業
を
行
っ
て
い
く
た
め
の

参
考
と
な
る
運
賃
を
示
す
こ

と
が
効
果
的
で
あ
る
と
の
趣

旨
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
︒

国
交
省
で
は
︑
全
国
の
運
送

事
業
者
の
原
価
デ
ー
タ
の
集

計
︑
適
正
な
原
価
等
の
算
出

に
係
る
作
業
等
を
行
い
︑
策

定
し
た
標
準
的
な
運
賃
の
案

を
︑
今
年
２
月
26
日
付
で
運

輸
審
議
会
に
対
し
て
諮
問
︒

同
審
議
会
に
お
け
る
審
理
お

よ
び
４
月
14
日
付
の
同
審
議

会
か
ら
の
答
申
を
踏
ま
え
︑

国
交
省
は
標
準
的
な
運
賃
の

告
示
を
行
っ
た
︒

　

標
準
的
な
運
賃
の
考
え
方

は
図
の
通
り
︒
標
準
的
な
運

賃
は
︑﹁
ト
ラ
ッ
ク
事
業
の
能

率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る

適
正
な
原
価
﹂
に
︑﹁
適
正

な
利
潤
﹂
を
加
え
た
も
の
を

基
準
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

原
価
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
︑

﹁
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
金
を
全

産
業
の
標
準
的
水
準
に
是

正
﹂
す
る
こ
と
︑
ま
た
﹁
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
﹂

で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

算
定
し
て
い
る
︒

　

４
月
２
日
に
同
審
議
会
が

開
催
し
た
同
事
案
に
関
す
る

公
聴
会
で
︑
公
述
人
と
し
て

出
席
し
た
馬
渡
雅
敏
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
副
会
長
は
︑

告
示
の
際
に
︑
国
交
省
が
直

接
荷
主
企
業
に
対
し
て
標
準

的
な
運
賃
の
理
解
促
進
を
図

　

経
済
産
業
省
は
４
月
27

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
に
よ
り
特
に
大

き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
事

業
者
に
対
す
る
﹁
持
続
化
給

付
金
﹂
に
つ
い
て
︑
申
請
要

領
等
の
速
報
版
を
公
表
し
た
︒

　

持
続
化
給
付
金
は
︑
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
よ
り
︑
特
に
大
き
な
影

響
を
受
け
て
い
る
事
業
者
に

対
し
て
︑
事
業
の
継
続
を
下

支
え
し
︑
再
起
の
糧
と
し
て

も
ら
う
た
め
に
支
給
さ
れ
る

　

厚
生
労
働
省
は
４
月
25

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

る
活
動
の
実
施
を
要
請
し
た

ほ
か
︑
荷
主
と
の
交
渉
の
際

に
活
用
で
き
る
分
か
り
や
す

い
説
明
資
料
の
取
り
ま
と
め

も
の
︒
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
︑

１
か
月
の
売
上
が
前
年
同
月

比
で
50
％
以
上
減
少
し
て
い

る
事
業
者
に
対
し
て
︑
法
人

の
場
合
２
０
０
万
円
が
給
付

さ
れ
る
︒
な
お
︑
給
付
対
象

は
︑
資
本
金
10
億
円
以
上
の

大
企
業
を
除
く
︑
中
堅
・
中

小
法
人
︑
個
人
事
業
者
等
と

な
る
︒

　

給
付
金
の
申
請
期
間
は
︑

令
和
２
年
度
補
正
予
算
の
成

立
翌
日
か
ら
３
年
１
月
15
日

感
染
症
に
よ
り
影
響
を
受
け

る
事
業
主
を
支
援
す
る
た

め
︑
雇
用
調

整
助
成
金
の

特
例
措
置
の

さ
ら
な
る
拡

大
を
今
後
行

う
こ
と
を
発

表
し
た
︒

　

新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡

大
防
止
が
図

ら
れ
る
中
で
︑

経
済
活
動
に

急
激
な
影
響

が
及
ぶ
と
と

も
に
︑
長
期

に
わ
た
る
休

業
が
求
め
ら

れ
て
お
り
︑

労
働
者
の
雇

を
要
望
し
て
い
る
︒

　

国
交
省
で
は
︑
標
準
的
な

運
賃
に
関
し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
お
よ
び
荷
主
向
け

に
広
く
周
知
を
図
っ
て
い
く

と
と
も
に
︑
告
示
後
の
運
賃

や
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
金
の
変

化
等
に
つ
い
て
︑
調
査
等
を

通
じ
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行

う
な
ど
︑
荷
主
に
対
す
る
実

効
性
確
保
に
向
け
取
り
組
む

と
し
て
い
る
︒

ま
で
︒
持
続
化
給
付
金
の
申

請
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
２
年

度
補
正
予
算
の
成
立
後
公

表
）
か
ら
の
電
子
申
請
で
受

け
付
け
る
︒

　

問
い
合
わ
せ
は
︑
中
小
企

業
金
融
・
給
付
金
相
談
窓
口

（
☎
０
５
７
０
・
７
８
３
１
８

３
︒
平
日
・
休
日
９
時
～
19

時
）
ま
で
︒
な
お
︑
２
年
度

補
正
予
算
成
立
後
に
は
︑﹁
持

続
化
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
﹂
も
開
設
さ
れ
る
予
定
︒

用
を
維
持
し
︑
そ
の
生
活
の

安
定
を
確
保
す
る
こ
と
が
重

要
と
な
っ
て
い
る
︒

　

こ
の
た
め
︑
中
小
企
業
が

解
雇
等
を
行
わ
ず
雇
用
を
維

持
し
︑
賃
金
の
60
％
を
超
え

て
休
業
手
当
を
支
給
す
る
場

合
︑
60
％
を
超
え
る
部
分
に

係
る
助
成
率
を
こ
れ
ま
で
の

10
分
の
９
か
ら
特
例
的
に
10

分
の
10
と
す
る
（
図
）︒

　

な
お
︑
同
特
例
措
置
は
︑

令
和
２
年
４
月
８
日
以
降
の

休
業
等
に
遡
及
し
て
適
用
さ

れ
る
︒
ま
た
︑上
限
金
額
は
︑

対
象
労
働
者
１
人
１
日
当
た

り
８
３
３
０
円
と
な
る
︒

　

な
お
︑
同
特
例
措
置
の
詳

細
に
つ
い
て
は
︑
５
月
上
旬

頃
に
厚
労
省
よ
り
発
表
さ
れ

る
予
定
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

４
月
24
日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
︑
今
年
10
月
に
開
催
予
定

の
﹁
第
52
回
全
国
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
・
コ
ン
テ
ス
ト
﹂

の
開
催
を
中
止
す
る
と
発
表

し
た
︒

【現行】

雇調金
60％×9/10
＝54％

雇調金
40％×10/10
＝40％

雇調金
60％×9/10
＝54％

雇調金
100％×9/10
＝90％

図　休業手当に係る
　　助成率の特例措置

休
業
手
当
60
％

休
業
手
当
１
０
０
％

休
業
手
当
１
０
０
％

【現行】 【拡充案】

会社負担 6％

会社負担 6％会社負担 10％

　

国
土
交
通
省
は
４
月
24
日
、
改
正
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

「
標
準
的
な
運
賃
の
告
示
制
度
」
に
基
づ

き
、
標
準
的
な
運
賃
の
告
示
を
行
っ
た
。

　

標
準
的
な
運
賃
の
告
示
制
度
は
、
一
般

に
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
荷
主
に
対
す

る
交
渉
力
が
弱
い
こ
と
や
、
令
和
６
年
度

か
ら
年
間
９
６
０
時
間
の
時
間
外
労
働
の

限
度
時
間
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
た
も
の
。

　

国
交
省
で
は
、
運
送
事
業
者
が
法
令
を

遵
守
し
て
持
続
的
に
事
業
を
運
営
す
る
際

の
参
考
と
な
る
運
賃
を
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
お
よ
び
荷
主
に
対
し
て
広
く
周
知
す

る
こ
と
で
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
に
お
け
る

取
引
の
適
正
化
・
労
働
条
件
の
改
善
を
促

進
し
て
い
く
（
今
号
に
標
準
的
な
運
賃
の

運
輸
局
別
運
賃
表
を
掲
載
）。

図　標準的な運賃の考え方

４月２日に開催された公聴会では、馬渡雅敏全日本トラック協会副会長が、国交省案に賛成の陳述を行った

トラック運送業に係る「標準的な運賃」を告示

「
持
続
化
給
付
金
」申
請
要
領
等（
速
報
版
）を
公
表

対
象
と
な
る
法
人
に
対
し
て
２
０
０
万
円
を
支
給

雇
用
調
整
助
成
金
の
さ
ら
な
る
拡
充
を
実
施

休
業
手
当
の
支
払
率
60
％
超
の
部
分
の
助
成
率
が
10
分
の
10
に

「
全
国
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
・コ
ン
テ
ス
ト
」

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
開
催
中
止
に

実
効
性
の
確
保
に
向
け
て
広
く
周
知
徹
底
へ

業
界
の
取
引
適
正
化
・
労
働
条
件
改
善
に
向
け
前
進

国
交
省

厚労省経産省



（2）第2153号（第3種郵便物認可）令和2年（2020年）5月1日

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

法
令
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト ～駐停車編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶		歩道や路側帯のない道路に駐車するときは、車の左側に0.75
メートルの余地を空けなければならない。（	○・×	）

❷		坂の頂上付近は駐停車禁止である。（	○・×	）

❸		駐車した場合、車の右側に2.5メートル以上の余地がなくなる
場所では駐車はできない。（	○・×	）

❹		路側帯が広い場合にはその中に入って駐車できるが、その場
合は車の左側に0.5メートルの余地を空けなければならない。
（	○・×	）

❺		白の実線と白の破線で示された路側帯の場合は、その中に入
って駐停車することはできない。（	○・×	）

（解答は７面）

　あなたは片側２車線の信号交差点を右折しようとしています。
正面の対向車線のトラックは、あなたに「お先にどうぞ」と合図
をしています。この場面にはどのような危険がありますか。また、
危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょうか。
考えてみましょう。

状 

況

〔第 122回〕「道を譲ってもらった際の右折」

（解説・３面）

◆どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

◆どのような危険がありますか？

あなたならどうしますか？
危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
141
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

４
月
24
日
︑
国
土
交
通
省
か

ら
の
依
頼
を
受
け
︑
会
員
事

業
者
に
対
し
て
︑
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
下

に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
検
知

器
の
取
り
扱
い
と
感
染
予
防

の
徹
底
に
つ
い
て
呼
び
か
け

て
い
る
︒

　

ま
ず
︑
ア
ル
コ
ー
ル
検
知

器
を
介
し
て
の
感
染
の
可
能

性
に
つ
い
て
は
︑
ス
ト
ロ
ー

を
使
用
者
ご
と
に
取
り
替
え

る
等
に
よ
り
︑
使
用
者
同
士

で
直
接
的
に
接
触
し
な
い
こ

と
か
ら
︑
感
染
す
る
可
能
性

は
き
わ
め
て
低
い
と
考
え
ら

れ
る
︒
こ
の
た
め
︑
ア
ル
コ

待
で
き
る
︒

　

一
方
で
︑
手
指
や
検
知
器

を
ア
ル
コ
ー
ル
で
除
菌
し
た

直
後
に
検
知
器
を
使
用
す
る

と
︑
揮
発
し
た
ア
ル
コ
ー
ル

に
よ
り
誤
検
知
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
必
要
に

応
じ
て
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

協
議
会
の
作
成
し
た
チ
ラ
シ

（
写
真
）
を
参
考
に
す
る
こ

と
︑
ま
た
除
菌
後
一
定
時
間

を
置
い
て
か
ら
検
知
器
を
使

用
す
る
こ
と
や
︑
屋
内
の

換
気
︑
風
通
し
の
良
い
環

境
の
確
保
等
の
措
置
を
と

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
い
る
︒

　

な
お
︑﹁
ア
ル
コ
ー
ル

検
知
器
協
議
会
﹂
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
は
︑
同
会
会

員
で
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
検

知
器
メ
ー
カ
ー
の
サ
イ
ト

に
リ
ン
ク
が
張
ら
れ
て
お

り
︑
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

メ
ー
カ
ー
個
々
の
サ
イ
ト
か

ら
探
索
し
な
く
と
も
︑
容
易

に
︑
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の

除
染
な
ど
の
方
法
が
入
手
で

き
る
︒

令
和
２
年
度
「
高
さ
指
定

道
路
」
追
加
指
定
要
望
の

取
り
ま
と
め
を
実
施

指
定
に
よ
り
高
さ
４
・
１
㍍

ま
で
の
車
両
が
通
行
可
能
に

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
現
在
︑
令
和
２
年
度
﹁
高

さ
指
定
道
路
﹂
追
加
指
定
要

望
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て

い
る
︒

　

積
載
状
態
で
高
さ
３
・
８

㍍
超
４
・
１
㍍
ま
で
の
車
両

を
通
行
さ
せ
る
際
に
は
︑
高

さ
指
定
道
路
内
を
通
行
し
な

け
れ
ば
︑
道
路
法
（
車
両
制

限
令
）
違
反
と
な
る
︒
そ
の

た
め
全
ト
協
で
は
︑
会
員
事

業
者
か
ら
追
加
指
定
要
望
区

間
を
募
集
︒
取
り
ま
と
め
た

要
望
は
︑
警
察
庁
と
国
土
交

通
省
に
提
出
し
︑
区
間
追
加

へ
の
要
望
を
行
う
︒

　

元
年
度
は
︑
２
９
７
の
要

望
区
間
の
う
ち
︑
２
２
４
区

間
が
高
さ
指
定
道
路
と
し
て

追
加
指
定
さ
れ
て
い
る
︒

　

事
業
者
が
通
行
し
た
い
ル

ー
ト
の
中
に
高
さ
指
定
道
路

に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
区
間

が
あ
る
場
合
に
は
︑
高
さ
指

定
道
路
と
認
め
て
も
ら
い
た

い
道
路
（
区
間
）
に
つ
い
て
︑

指
定
の
要
望
区
間
票
を
作
成

の
上
︑
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
に
提
出
す
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
る
︒

　

な
お
︑
要
望
に
関
す
る
詳

細
に
つ
い
て
は
全
ト
協
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
要
望
受
付
の
締

め
切
り
日
は
︑
所
属
の
都
道

府
県
ト
協
に
問
い
合
わ
せ
の

こ
と
︒

ー
ル
検
知
器
を
除
菌
す
る
こ

と
や
︑
車
両
に
備
え
ら
れ
て

い
る
携
帯
型
ア
ル
コ
ー
ル
検

知
器
を
活
用
す
る
な
ど
複
数

の
検
知
器
を
使
用
す
る
こ
と

で
︑
感
染
防
止
の
徹
底
が
期

　

令
和
２
年
﹁
春
の
叙
勲
﹂

受
章
者
が
４
月
29
日
付
で
発

表
さ
れ
た
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
か
ら

は
︑
島
根
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

副
会
長
の
永
井
好
輔
氏
が
旭

日
双
光
章
を
受
章
し
た
︒

　

受
章
者
は
以
下
の
通
り
︒

︻
叙
勲
︼

◎
旭
日
双
光
章

▽
永
井
好
輔
（
な
が
い
・
こ

う
す
け
）
氏
・（
公
社
）
島

根
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
副
会

長
︑
㈱
永
井
運
送
会
長
︑
島

根
県
・
75
歳

旭日双光章
永井好輔氏

【 叙  勲 】

受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

永
井
好
輔
氏（
島
根
）が
旭
日
双
光
章
を
受
章

令和2年
春の叙勲

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
、

健
康
管
理
の
強
化
等
を

要
請

緊
急
事
態
宣
言
時
に
事
業
継
続

が
求
め
ら
れ
る
事
業
者
に
対
し

　

厚
生
労
働
省
は
４
月
17

日
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

会
員
事
業
者
を
は
じ
め
と
し

た
緊
急
事
態
宣
言
時
に
事
業

の
継
続
が
求
め
ら
れ
る
事
業

者
に
対
し
︑
従
業
員
等
の
感

染
予
防
︑
健
康
管
理
の
強
化

に
つ
い
て
呼
び
か
け
を
行
っ
た
︒

　

４
月
16
日
に
改
正
さ
れ
た

﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方

針
﹂
で
は
︑
在
宅
勤
務
（
テ

レ
ワ
ー
ク
）の
強
力
な
推
進
︑

職
場
で
の
感
染
防
止
の
取
り

組
み
︑﹁
三
つ
の
密
﹂
を
避
け

る
行
動
の
徹
底
な
ど
を
促
す

こ
と
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

同
方
針
の
別
添
で
は
︑﹁
緊

急
事
態
宣
言
時
に
事
業
の
継

続
が
求
め
ら
れ
る
事
業
者
﹂

と
し
て
︑
国
民
の
安
定
的
な

生
活
の
確
保
や
社
会
の
安
定

の
維
持
等
に
不
可
欠
な
業
務

を
行
う
事
業
者
に
は
︑﹁
三
つ

の
密
﹂
を
避
け
る
た
め
の
取

り
組
み
を
講
じ
な
が
ら
事
業

の
継
続
を
求
め
る
こ
と
と
し

て
い
る
︒

　

な
お
︑
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実

施
が
困
難
な
貨
物
運
送
事
業

の
運
転
者
等
の
感
染
防
止
に

つ
い
て
は
︑
国
土
交
通
省
よ

り
要
請
さ
れ
て
い
る
︑
従
業

員
の
感
染
症
対
策
や
健
康
管

理
︑
休
み
や
す
い
環
境
の
整

備
の
徹
底
を
図
る
よ
う
︑
呼

び
か
け
て
い
る
︒

 

食
品
流
通
の
合
理
化
に
向

け
た
取
組
を
取
り
ま
と
め

（
第
１
次
中
間
取
り
ま
と
め
）

国
交
省
・
農
水
省
・
経
産
省

食
品
流
通
合
理
化
検
討
会

　

国
土
交
通
省
︑
農
林
水
産

省
︑
経
済
産
業
省
は
４
月
28

日
︑﹁
食
品
流
通
合
理
化
検

討
会
﹂
に
お
い
て
検
討
し
て

き
た
食
品
流
通
（
花
き
流
通

も
含
む
）
の
合
理
化
対
策
に

関
す
る
検
討
結
果
を
︑﹁
食

品
流
通
の
合
理
化
に
向
け
た

取
組
に
つ
い
て
（
第
１
次
中

間
取
り
ま
と
め
）﹂
と
し
て

ま
と
め
︑
公
表
し
た
︒

　

同
検
討
会
で
は
︑
物
流
に

係
る
諸
課
題
の
中
で
も
特
に

喫
緊
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る

食
品
流
通
（
同
）
に
つ
い
て
︑

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
の

一
貫
し
た
合
理
化
に
向
け
た

課
題
と
そ
の
対
応
方
策
に
つ

い
て
検
討
を
実
施
し
て
き
た
︒

　

同
取
り
ま
と
め
で
は
︑
農

 

令
和
２
年
度

第
１
回
試
験
は
８
月
23
日
に

運
行
管
理
者
試
験
セ
ン
タ
ー

　
（
公
財
）
運
行
管
理
者
試

験
セ
ン
タ
ー
は
︑
令
和
２
年

度
第
１
回
﹁
運
行
管
理
者
試

験
﹂
に
つ
い
て
︑
申
請
期
間

お
よ
び
日
程
を
発
表
し
た

（
表
）︒

　

ま
た
︑
３
月
１
日
に
実
施

を
予
定
し
て
い
た
元
年
度
第

２
回
試
験
が
中
止
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
︑
同
試
験
の
受
験

申
請
の
取
り
扱
い
は
︑
２
年

度
第
１
回
試
験
に
振
り
替
え

と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
試
験
の

振
り
替
え
を
希
望
し
な
い
人

に
対
し
て
は
︑
送
金
手
数
料

を
差
し
引
い
た
上
で
︑
受
験

手
数
料
が
返
金
さ
れ
る
︒

　

詳
細
・
問
い
合
わ
せ
は
︑

運
行
管
理
者
試
験
セ
ン
タ
ー

産
物
等
の
食
品
・
花
き
に
つ

い
て
は
︑
パ
レ
ッ
ト
化
等
に

よ
る
手
荷
役
軽
減
︑
小
口
ニ

ー
ズ
へ
の
対
応
︑
荷
待
ち
時

間
の
削
減
や
附
帯
作
業
の
適

正
化
等
に
向
け
た
課
題
に
対

す
る
対
応
方
策
を
︑
ま
た
水

産
物
に
つ
い
て
は
︑
入
船
・

漁
獲
情
報
の
早
期
伝
達
︑
保

冷
状
態
の
維
持
お
よ
び
パ
レ

ッ
ト
・
カ
ゴ
台
車
の
活
用
等

に
向
け
た
課
題
に
対
す
る
対

応
方
策
を
取
り
ま
と
め
て
い

る
︒

　

な
お
︑
同
取
り
ま
と
め
は

農
水
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
︒

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
の

こ
と
︒

表　令和２年度第１回運行管理者試験日程（貨物）

試験日 令和2年8月23日㈰

申請受付
期間

書面申請 2年5月15日㈮～6月10日㈬

インターネット申請 2年5月15日㈮～6月16日㈫

再受験申請 2年5月15日㈮～6月16日㈫

手指を
アルコール除菌 石鹸で手指洗い 手指を

アルコール除菌

アルコール検知器使用

手順① 手順② 手順④

アルコール
除菌剤

アルコール
除菌剤

HAND
SOAP

新型コロナウイルス対策に対応したCOVID-19

アルコール検知器
の使用

手順③

◎アルコール検知器を使用する際は、室内を事前に十分換気するか、風通しの良い環境を確保してください。
◎手指用のアルコール除菌剤は高濃度のアルコールが含まれており、特にジェルタイプの場合手指に付着したアルコールが完全に
　乾燥するまで時間がかかることがありますので、十分石鹸で手指洗いを行ってからアルコール検知器を使用してください。
◎また、アルコール検知器の近くに、アルコール消毒液又はアルコールを含む除菌剤や手指洗浄剤を置かないでください。
　数値表示したり、数値がゼロに戻りにくくなる可能性があります。

新型コロナウイルスの対策として、手洗いとアル
コール除菌が基本となっていますが、手指や検知

器をアルコールで除菌した直後の測定による誤検知が散見されています。このため当協議会では、新型コロナウ
イルス対策を徹底しつつ、アルコール除菌による誤った判定を防ぐために、以下の 4つの手順を推奨します。

にあたっての留意事項

※アルコール検知器の除菌方法は、各社の機器特性もありますので、ご使用メーカーにお問い合わせください。

『広報とらっく』からのお願い
交通・運転マナーを守って！

プロトラックドライバーは
一般ドライバーの見本に

事業用トラックは車体が大きいことから、
・急な車線変更
・不用意なクラクション
・公共施設の駐車場等での長時間駐車
・大型車進入禁止箇所等でのＵターン
・駐車場や道路へのゴミのポイ捨て
などは、一般乗用車より目立ち、交通弱者や沿
道の住民の方にとって、より迷惑に感じられま
す。プロトラックドライバーは、交通法規を守
るだけでなく、マナーを守り、一般ドライバー
の見本となりましょう。
　また、最近、交通トラブルによる事故等が社
会問題化しています。あおり運転や無理な割り
込みなど、他車から迷惑行為を受けても冷静に
対応しましょう。

施
設
運
営
時
間
の
短
縮
・　

　
　
　
　
一
部
休
業
を
実
施

金
沢
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

金
沢
Ｔ
Ｓ
は
︑
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

﹁
緊
急
事
態
宣
言
﹂
に
基
づ

く
石
川
県
か
ら
の
要
請
を
受

け
︑
５
月
６
日
㈬
ま
で
次
の

通
り
︑
施
設
運
営
時
間
の
短

縮
・
一
部
休
業
を
実
施
す
る
︒

　

食
堂
＝
５
時
～
20
時
▽
宿

泊
＝
休
業
▽
入
浴
お
よ
び
女

性
用
シ
ャ
ワ
ー
＝
５
時
～
20

時
▽
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
＝

同
▽
運
行
情
報
セ
ン
タ
ー
＝

変
更
な
し
（
９
時
～
17
時
︑

土
・
日
曜
︑
祝
日
休
業
）
▽

給
油
所
＝
平
日
・
土
曜
は
20

時
ま
で
営
業

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
に

　

   
関
し
て
注
意
を
呼
び
か
け

誤
検
知
防
止
へ
の
取
り
組
み
実
施
を
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

国交省の指導・監督指針の内容（12項目）を網羅
10 分冊全て改訂されました。

①トラックドライバーの心構え
②トラック運送事業と関係法令
③ドライバーの日常業務
④過労運転の防止と緊急時の対応
⑤トラックの構造と特性に合わせた運転

⑥トラクタとトレーラの構造と特性に合わせた運転
⑦貨物の正しい積載方法と労働災害の防止
⑧危険物を輸送する場合に留意すべき事項
⑨危険の予測及び回避
⑩安全運転のための心身の健康管理　　　　　　

法改正に即した万全の知識を！
関係法令の一部改正に伴い、「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂
しました。　　　　　  最新の知識に基づく適正な教育・研修にご活用ください。

お問合せは 
日貨協連テキスト販売係まで

Tel:０３－３３５５－２０３１
Fax:０３－３３５５－２０３７

全10分冊 
販売
価格 5,000円

税　別
送料別

A4判ケース付き

全ト協制作

ホームページアドレス    http://www.nikka-net.or.jp
〒 1 6 0 - 0 0 0 4   東 京 都 新 宿 区 四 谷 3 丁 目 2 番 5  ( 全 日 本 ト ラ ッ ク 総 合 会 館 9 階 )

事業用トラックドライバー研修テキスト事業用トラックドライバー研修テキスト
トラック運送業界唯一の教育テキスト！新規採用者必携！トラック運送業界唯一の教育テキスト！新規採用者必携！

●法改正等に伴い、大改訂●

■関係法令改正に伴う追加 15ヶ所
■統計データの更新等 58ヶ所

全73ヶ所を更新
改訂版
2020年

　
　

︻
解
説
︼
ご
質
問
の
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
対

策
は
︑
昨
年
６
月
に
改
正
さ
れ
た
労

働
施
策
総
合
推
進
法
に
基
づ
く
も
の

で
︑
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
事
業
主
の
義
務
と
さ
れ
ま
し

た
︒

　

同
法
の
改
正
で
は
︑
新
た
に
パ
ワ
ハ

ラ
条
項
と
し
て
第
30
条
の
２
（
雇
用
管

理
上
の
措
置
等
）
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

が
︑
そ
の
第
１
項
で
︑
職
場
に
お
い
て

行
わ
れ
る
︑
①
優
越
的
な
関
係
を
背
景

に
し
た
言
動
で
あ
っ
て
︑
②
業
務
上
必

要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に

よ
り
︑
③
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ

　

こ
の
６
月
１
日
か
ら
パ
ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ
）
防
止

対
策
が
事
業
主
に
義
務
付
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど

の
よ
う
な
内
容
で
す
か
。
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６月に施行されるパワ
ハラ防止義務の内容は

れ
る
も
の
︱
︱
と
い
う
三
つ
の
要
素
を

挙
げ
︑
こ
れ
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
れ
ば

パ
ワ
ハ
ラ
に
な
る
と
定
義
し
て
い
ま
す
︒

そ
の
上
で
︑
事
業
主
に
対
し
︑
パ
ワ
ハ

ラ
に
よ
り
︑
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
︑
労
働
者
か
ら
の
相
談

に
応
じ
︑
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
体

制
の
整
備
︑
そ
の
他
雇
用
管
理
上
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
て
い

ま
す
︒
併
せ
て
︑
相
談
し
た
こ
と
︑

ま
た
は
事
業
主
の
相
談
へ
の
対
応
に
協

力
し
た
際
に
事
実
を
述
べ
た
こ
と
を
理

由
に
︑
労
働
者
に
対
し
解
雇
そ
の
他

の
不
利
な
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
︑

と
す
る
不
利
益
扱
い
禁
止
条
項
も
定

め
て
い
ま
す
（
同
条
第
２
項
）︒

　

事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
の
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
は
︑
別
に
同
条
第

３
項
に
よ
る
パ
ワ
ハ
ラ
指
針
（
令
和
２

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
５
号
）
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
︒
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
と
妊
娠
︑
出
産
等
に
関
す

る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
︑
す
で

に
法
律
に
基
づ
く
指
針
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
︑
パ
ワ
ハ
ラ
で
は
こ
れ
が
初

め
て
で
す
︒
同
指
針
に
よ
る
と
︑
①

事
業
主
の
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
に
関
す
る
方

針
等
の
明
確
化
及
び
そ
の
周
知
・
啓

発
︑②
相
談
（
苦
情
も
含
む
）
に
応
じ
︑

適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体

制
の
整
備
︑
③
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ハ

ラ
に
係
る
事
後
の
迅
速
か
つ
適
切
な

対
応
な
ど
の
措
置
の
実
施
と
と
も
に
︑

相
談
者
や
行
為
者
に
対
す
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
対
策
を
強
調
し
て
い
ま

す
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
今
回
の
法
改
正
に
よ

る
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
対
策
は
︑
雇
用
管

理
上
の
措
置
が
中
心
で
︑
パ
ワ
ハ
ラ
行

為
そ
の
も
の
の
禁
止
条
項
あ
る
い
は

罰
則
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
こ

れ
は
︑
改
正
法
制
定
時
に
︑
民
法
な

ど
他
の
法
令
と
の
関
係
調
整
や
違
法

行
為
の
要
件
明
確
化
な
ど
の
課
題
を

中
長
期
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
︑
立
法
措
置
に
ま
で
踏
み
込

ま
な
か
っ
た
か
ら
で
す
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
程

度
に
よ
っ
て
は
︑
加
害
者
で
あ
る
労
働

者
が
刑
法
の
暴
行
罪
（
第
２
０
８
条
）

や
脅
迫
罪
（
第
２
２
２
条
）
に
︑
さ

ら
に
傷
害
が
伴
え
ば
傷
害
罪
（
第
２

０
４
条
）に
問
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
し
︑

民
法
７
０
９
条
の
不
法
行
為
に
該
当

す
れ
ば
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
が

生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
ま
た
︑

事
業
主
の
措
置
義
務
違
反
等
に
対
し

て
は
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
勧
告
・

公
表
の
ほ
か
︑
報
告
を
怠
っ
た
場
合

の
過
料
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
し
︑

加
害
者
の
行
為
が
会
社
の
事
業
に
関

連
し
て
行
わ
れ
た
と
認
定
さ
れ
れ
ば
︑

事
業
主
も
民
法
７
１
５
条
の
使
用
者

責
任
を
負
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
︒

　

な
お
︑
今
回
の
雇
用
管
理
上
の
措

置
に
関
し
て
は
︑
中
小
企
業
は
令
和

４
年
３
月
31
日
ま
で
は
努
力
義
務
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
厚
労
省
の
総
合

労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
寄
せ
ら
れ
る
パ

ワ
ハ
ラ
相
談
件
数
は
年
間
８
万
件
強

と
こ
の
10
年
間
で
倍
増
し
︑
こ
れ
に
伴

い
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し
て
い
る
実
態
が

あ
り
ま
す
の
で
︑
今
か
ら
取
り
組
み

を
開
始
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
︒

Ａ�

雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置

や
不
利
益
扱
い
の
禁
止
等

　
﹃
ブ
リ
ヂ
ス

ト
ン
﹄
の
ト
ラ

ッ
ク
タ
イ
ヤ
で

﹁
Ｒ
﹂
か
ら
始

ま
る
表
記
の
も
の
は
︑
す
べ
て
縦
溝
主
体
の

リ
ブ
タ
イ
ヤ
で
す
︒
ま
た
︑﹁
Ｍ
﹂
か
ら
始
ま

る
も
の
は
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
︑﹁
Ｗ
﹂

が
付
け
ば
冬
場
に
使
う
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ

と
い
う
よ
う
に
︑最
初
の
英
文
字
を
見
れ
ば
︑

ど
う
い
う
種
類
の
タ
イ
ヤ
か
が
簡
単
に
判
別

で
き
る
仕
組
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

　
﹁
Ｒ
﹂
は
Ｒ
Ｉ
Ｂ
︑﹁
Ｍ
﹂
は
Ｍ
Ｉ
Ｘ
︑
そ

し
て
﹁
Ｗ
﹂
は
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
を
意
味
し
ま

す
︒
そ
の
英
文
字
の
あ
と
に
︿
３
桁
﹀
の
数

字
を
並
べ
る
こ
と
で
︑
総
合
性
能
重
視
の
タ

イ
ヤ
な
の
か
︑
耐
偏
摩
耗
や
燃
費
な
ど
︑
ひ

﹃
ダ
ン
ロ
ッ
プ
﹄
と
﹃
ト
ー
ヨ
ー
﹄
は
︑
別
の
表

記
で
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
知
識
が
必
要
で
す
︒

　
﹃
ダ
ン
ロ
ッ
プ
﹄
の
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
は
す
べ
て

﹁
Ｓ
Ｐ
﹂
か
ら
始
ま
り
ま
す
︒﹃
ト
ー
ヨ
ー
﹄
は

﹁
Ｍ
﹂
の
英
文
字
１
字
を
冠
し
︑
そ
の
次
に
表

記
さ
れ
る
数
字
に
よ
っ
て
︑
リ
ブ
／
オ
ー
ル
シ
ー

ズ
ン
／
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
を
区
別
し
て
い
ま

す
︒

　

リ
ブ
タ
イ
ヤ
は
︿
１
﹀
か
ら
始
ま
り
ま
す
︒

オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
な
ら
︿
６
﹀︑
ス
タ
ッ
ド
レ
ス

タ
イ
ヤ
の
場
合
︑﹃
ダ
ン
ロ
ッ
プ
﹄
は
︿
０
﹀︑﹃
ト

ー
ヨ
ー
﹄は︿
９
﹀と
い
う
数
字
を
使
用
し
ま
す
︒

　

つ
ま
り
︑﹁
数
字
解
読
型
﹂
の
表
記
で
す
︒
例

え
ば
︑﹁
Ｓ
Ｐ
１
２
２
﹂
は
リ
ブ
タ
イ
ヤ
︑﹁
Ｓ

Ｐ
０
０
１
﹂
な
ら
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
︒﹁
Ｍ
６

３
６
﹂は
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
︑﹁
Ｍ
９
２
９
﹂

と
つ
の
性
能
に
特
化
し
た
タ
イ
ヤ
な
の
か
を
区
別

し
て
い
ま
す
︒

　
﹃
ヨ
コ
ハ
マ
﹄
の
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
も
同
じ
よ
う

な
表
記
で
分
類
し
て
お
り
︑
最
初
の
英
文
字
の

あ
と
に
Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
の
頭
文
字
﹁
Ｙ
﹂

が
付
き
ま
す
︒

　

リ
ブ
タ
イ
ヤ
な
ら
﹁
Ｒ
Ｙ
﹂︒
オ
ー
ル
シ
ー
ズ

ン
タ
イ
ヤ
は
︑
路
面
と
の
接
地
力
が
強
い
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
（
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
）
を
高
め
た

タ
イ
ヤ
と
い
う
意
味
で
︑﹁
Ｔ
Ｙ
﹂
と
表
記
し
て

い
ま
す
︒
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
は
Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｌ

Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
頭
文
字
を
取
っ
て
﹁
Ｓ
Ｙ
﹂︒
あ
と
は

﹃
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
﹄
と
同
様
に
３
桁
の
数
字
を

並
べ
て
性
能
の
違
い
を
区
別
し
ま
す
︒

　

例
え
る
な
ら
ば
﹁
英
文
字
解
読
型
﹂
で
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
も
う
２
社
の
国
産
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー

は
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
と
な
り
ま
す
︒

　

た
だ
︑
こ
こ
で
問
題
が
発
生
し
ま
す
︒﹃
ブ
リ

ヂ
ス
ト
ン
﹄
の
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
に
使
わ

れ
る
Ｍ
と
︑﹃
ト
ー
ヨ
ー
﹄
の
Ｍ
と
を
ど
う
区
別

す
る
か
で
す
︒

　

実
は
︑﹃
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
﹄
の
オ
ー
ル
シ
ー
ズ

ン
タ
イ
ヤ（
ミ
ッ
ク
ス
）は
す
べ
て﹁
Ｍ
８
◯
◯
﹂

（
Ｍ
８
０
０
番
台
）
で
表
記
さ
れ
て
お
り
︑
一
方

﹃
ト
ー
ヨ
ー
﹄
の
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ

に
は
︑
Ｍ
の
あ
と
に
︿
８
﹀
か
ら
始

ま
る
品
番
の
商
品
が
な
い
た
め
︑
そ

こ
で
う
ま
く
棲
み
分
け
さ
れ
て
い
る

の
で
す
︒

　

な
お
こ
こ
数
年
︑﹃
ヨ
コ
ハ
マ
﹄
の

ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
の
品
番
も
︑﹁
英

文
字
解
読
型
﹂か
ら﹁
数
字
解
読
型
﹂

に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
︒
英
語
表
記

か
ら
始
ま
ら
な
い
場
合
︑︿
１
﹀
＝

リ
ブ
タ
イ
ヤ
︑︿
７
﹀
＝
オ
ー
ル
シ

ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
︑︿
９
﹀
＝
ス
タ
ッ

ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
︱
︱
の
３
種
に
分
類

さ
れ
て
い
る
の
で
︑
併
せ
て
覚
え
て

お
い
て
く
だ
さ
い
︒

第
108
回 

「
国
産
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
の
見
分
け
方
」

危険予知訓練（KYT）シートの解説
▶交通事故防止編

（
２
面
）

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
220
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

どのような危険がありますか？

どのような運転をすれば危険を避け
ることができますか？

①対向車線にトラックがいる時は、対向車線の状況が確
認しにくくなります。この場面では対向車線のトラック
が「お先にどうぞ」と合図をしていますが、「譲られたの
で早く右折しよう」と安易に考え右折すると、死角とな
っている対向車の側方を進行してきた二輪車と衝突す
る危険があります。これは、「サンキュー事故」といわれ
る典型的な事故パターンのひとつです。道を譲ったド
ライバーは、側方の安全を確認しているとは限りませ
ん。右折時に道を譲られた時には、慌てず対向車線か
ら二輪車などが接近していないかしっかり確認した上
で慎重に右折しましょう。

②右折時は、右後方から進行してくる自転車や歩行者を
見落としがちになります。特に交差点付近の自転車は、
できるだけ早く通過しようとして加速してくるケースが
よくあります。交差点を右折する時は、右後方から進行
してくる自転車や歩行者を予測するとともに徐行を徹
底しましょう。

③ピラーで死角になっているところにジョギングしている
歩行者がいます。ピラーの死角は予想以上に大きいの
で、右折する時は、顔を動かし目視でピラーの死角に
隠れている歩行者や自転車を確認しましょう。またジョ
ギングに夢中になっている歩行者は、「車の方が止ま

①対向車の死角の側方から走行してきた二輪車
と衝突する危険があります（図１）。
②右後方から横断歩道を走行してきた自転車を
見落とし、衝突する危険があります（図2）。
③ピラーの死角にいるジョギングしている歩行者
を見落とし、衝突する危険があります（図3）。

　あなたは片側２車線の信号交差点を右折
しようとしています。正面の対向車線のトラッ
クは、あなたに「お先にどうぞ」と合図をしてい
ます。この場面にはどのような危険があります
か。また、危険を避けるためにはどのような運
転をすればよいでしょうか。考えてみましょう。

図１

図２

図３

ってくれるだろう」と考え、周囲の確認をせずに
通行してくることが少なくありません。ジョギン
グなど、次の行動の予測が難しい歩行者がいる
場合は、一時停止するなどしてやり過ごしてから
右折しましょう。

お先にどうぞ

自
動
車
に
つ
い
て
︑
有
効
期

間
を
同
６
月
１
日
ま
で
伸
長

す
る
と
発
表
し
た
︒

　

対
象
車
両
に
つ
い
て
は
︑

６
月
１
日
ま
で
に
継
続
検
査

を
受
検
す
れ
ば
︑
引
き
続
き

車
両
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
な
お
︑
有
効
期
間
の

伸
長
に
よ
る
自
動
車
検
査
証

の
記
載
変
更
の
手
続
き
は
不

要
︒

　

ま
た
︑
継
続
検
査
を
受
検

す
る
ま
で
に
保
険
契
約
期
間

の
終
期
が
到
来
す
る
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険（
共
済
）

契
約
に
つ
い
て
は
︑
継
続
契

約
の
締
結
手
続
き
が
６
月
１

日
を
限
度
と
し
て
猶
予
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
詳
細
は
︑

契
約
先
の
自
賠
責
保
険
（
共

済
）
代
理
店
等
に
相
談
の
こ

と
︒

 

Ｇ
Ｗ
期
間
中
の
休
日
割
引

の
適
用
除
外
等
を
実
施

高
速
道
路
各
社

　

東
日
本
高
速
道
路
㈱
︑
中

日
本
高
速
道
路
㈱
︑
西
日
本

高
速
道
路
㈱
︑
本
州
四
国
連

絡
高
速
道
路
㈱
︑
宮
城
県
道

路
公
社
の
各
社
は
４
月
22

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
を

図
る
た
め
の
都
道
府
県
を
ま

た
ぐ
移
動
の
自
粛
に
向
け
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
依
頼

を
国
土
交
通
省
か
ら
受
け
た

こ
と
か
ら
︑
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
期
間
（
４
月
29
日
～

５
月
６
日
）
に
お
い
て
次
の

取
り
組
み
を
行
う
と
発
表
し

た
︒

　

①
休
日
割
引
の
適
用
除
外

　

本
来
︑
休
日
割
引
の
対
象

と
な
る
土
・
日
曜
︑祝
日
（
４

月
29
日
お
よ
び
５
月
２
日
～

６
日
）
に
通
行
し
た
場
合
で

も
︑
休
日
割
引
を
適
用
し
な

い
︒

　

②
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
（
Ｓ

Ａ
）・
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

（
Ｐ
Ａ
）
に
お
け
る
営
業
自

粛
等

　

Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
で
レ
ス
ト
ラ

ン
等
を
営
業
し
て
い
る
テ
ナ

ン
ト
に
対
し
て
︑
同
期
間
中

の
営
業
自
粛
を
要
請
︒
な
お
︑

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
・
シ
ャ
ワ

ー
設
備
な
ど
は
通
常
通
り
営

業
を
継
続
す
る
︒

 

適
性
診
断
業
務
﹁
任
意
診

断
﹂
新
規
受
付
を
休
止

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ

　
（
独
）
自
動
車
事
故
対
策

機
構（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
）で
は
︑

政
府
よ
り
緊
急
事
態
措
置
の

対
象
が
全
国
に
拡
大
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
︑
全
て
の
支
所

で
５
月
末
日
ま
で
︑
適
性
診

断
業
務
の
う
ち
任
意
診
断

（
一
般
診
断
︑
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
付
き
定
期
診
断
︑
特
別

診
断
）
の
新
規
予
約
受
付
を

休
止
し
て
い
る
︒

　

な
お
︑
義
務
診
断
に
つ
い

て
は
︑
こ
れ
ま
で
通
り
実
施

す
る
と
し
て
い
る
︒

　

国
土
交
通
省
は
４
月
16

日
︑
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
す

べ
き
区
域
が
全
国
に
拡
大
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
︑
同
７
日

付
で
す
で
に
対
象
と
な
っ
て

い
る
７
都
府
県
（
埼
玉
︑
千

葉
︑東
京
︑神
奈
川
︑大
阪
︑

兵
庫
︑
福
岡
）
を
除
く
40
道

府
県
（
追
加
対
象
区
域
）
に

使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す

る
車
両
の
う
ち
︑
自
動
車
検

査
証
の
有
効
期
間
が
令
和
２

年
４
月
17
日
～
５
月
31
日
の

　

経
済
産
業
省
は
４
月
12
日

よ
り
︑
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

ウ
ン
ト
﹁
経
済
産
業
省 

新

型
コ
ロ
ナ
事
業
者
サ
ポ
ー
ト
﹂

を
開
設
し
て
い
る
︒

　

同
ア
カ
ウ
ン
ト
で
は
︑
経

産
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
て
い
る
事
業
者
向
け
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

と
し
て
の
取
り
組
み
の
方
向

性
等
を
検
討
し
て
き
た
︒

　

同
取
り
ま
と
め
で
は
︑
商

用
車
業
界
に
よ
る
取
り
組
み

と
し
て
︑
日
本
版
Ｆ
Ｍ
Ｓ
標

準
（
車
両
運
行
管
理
に
必
要

と
な
る
ト
ラ
ッ
ク
デ
ー
タ
の

標
準
仕
様
）
等
を
活
用
し
︑

複
数
メ
ー
カ
ー
の
ト
ラ
ッ
ク

車
両
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
運

行
管
理
を
可
能
に
す
る
な
ど

と
い
っ
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
デ
ー
タ

連
携
の
仕
組
み
を
確
立
す
る

等
の
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン

を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
取

り
ま
と
め
た
︒

　

経
産
省
で
は
︑
同
取
り
ま

と
め
を
踏
ま
え
︑
今
後
国
土

交
通
省
と
連
携
し
な
が
ら
︑

関
係
各
社
等
と
協
働
し
︑
取

り
組
み
内
容
の
具
体
化
を
進

め
︑
物
流
業
界
の
抱
え
る
課

題
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み

を
推
進
し
て
い
く
︒

業
種
別
支
援
策

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成

貨
物
運
輸
業
な
ど
新
型

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
る

事
業
者
向
け
に

　

中
小
企
業
庁
は
４
月
23

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
︑
足

元
の
経
営
課
題
で
苦
し
ん
で

い
る
事
業
者
を
対
象
に
︑
新

た
な
給
付
金
制
度
の
創
設
を

は
じ
め
と
す
る
各
種
支
援
制

度
を
紹
介
す
る
た
め
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
た
︒

　

４
月
20
日
に
変
更
後
の

﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
緊
急
経
済
対
策
﹂
が
取

り
ま
と
め
ら
れ
︑
令
和
２
年

度
補
正
予
算
案
が
閣
議
決
定

し
た
︒
同
緊
急
経
済
対
策
で

は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
る
事

業
者
等
へ
の
影
響
を
緩
和
し
︑

支
援
す
る
た
め
の
施
策
が
取

り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

　

中
企
庁
で
は
︑
貨
物
運
輸

業
な
ど
問
い
合
わ
せ
の
多
い

９
業
種
別
に
︑
経
営
者
が
直

面
し
て
い
る
課
題
に
対
し
て
︑

利
用
で
き
る
各
支
援
策
を
紹

介
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作

成
︒
①
持
続
化
給
付
金
︑
②

資
金
繰
り
支
援
︑
③
雇
用
調

整
助
成
金
︑
④
税
・
社
会
保

険
料
等
納
付
の
猶
予
・
減

免
︑
⑤
補
助
金
等
︱
︱
に
つ

い
て
︑
経
営
者
が
現
在
直
面

し
て
い
る
課
題
に
対
し
︑
対

応
で
き
る
支
援
策
を
紹
介
し

て
い
る
︒

　

な
お
︑
同
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
支
援
策

は
︑
一
部
︑
２
年
度
補
正
予

算
案
の
成
立
を
前
提
と
し
て

い
る
た
め
︑
制
度
の
具
体
的

な
内
容
や
条
件
に
つ
い
て
は

詳
細
が
決
ま
り
次
第
公
表
さ

れ
る
︒

　

な
お
︑
同
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

は
︑
経
済
産
業
省
﹁
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
﹂

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
能
と
な
っ
て
い
る
︒

  

事
業
継
続
に
向
け
た
事
前

の
準
備
の
必
要
性
を
指
摘

中
小
企
業
白
書
・
小
規
模

事
業
白
書

　

中
小
企
業
庁
は
４
月
24

日
︑
２
０
２
０
年
版
﹁
中
小

企
業
白
書
﹂﹁
小
規
模
企
業

白
書
﹂
を
取
り
ま
と
め
︑
公

表
し
た
︒

　

２
０
２
０
年
版
白
書
で
は
︑

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

に
期
待
さ
れ
る
﹁
役
割
・
機

能
﹂
や
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
生
み

出
す
﹁
価
値
﹂
に
注
目
し
︑

経
済
的
な
付
加
価
値
の
増
大

や
︑
地
域
の
安
定
・
雇
用
維

持
に
資
す
る
取
り
組
み
を
調

査
・
分
析
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
︑
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に

お
け
る
具
体
的
な
対
応
事
例

等
に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い

る
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関

連
部
分
の
概
要
は
次
の
通
り

（
４
月
１
日
時
点
で
の
情
報

を
基
に
作
成
）︒

　

全
国
１
０
５
０
か
所
に
設

置
し
て
い
る
﹁
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
経
営
相

談
窓
口
﹂
に
は
︑
３
月
末
ま

で
に
30
万
件
近
い
相
談
が
寄

せ
ら
れ
て
お
り
︑ほ
ぼ
全
て
が

﹁
資
金
繰
り
﹂
関
連
の
相
談

と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
︑
中
国
の
生
産
や
貿
易
の

減
少
に
伴
い
︑
関
係
す
る
我

が
国
の
中
小
企
業
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
ほ
か
︑

感
染
拡
大
に
よ
り
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
国
内

消
費
が
大
幅
に
減
少
︒
既
に
︑

企
業
の
売
上
の
減
少
な
ど
と

い
っ
た
影
響
が
顕
在
化
し
て

い
る
︒

　

一
方
で
︑
中
小
企
業
の
う

ち
お
よ
そ
半
数
が
﹁
事
業
継

続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
を
策
定

し
て
い
な
い
﹂
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
感
染
症
を
含
む
リ

ス
ク
の
影
響
を
可
能
な
限
り

小
さ
く
す
る
た
め
に
は
︑
事

前
の
備
え
が
重
要
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
︒

イ
ル
ス
感
染
症
で
影
響
を
受

け
る
事
業
者
の
皆
様
へ
﹂
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
︑

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
で
簡
単
に

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
︑

メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
を
利
用
し

て
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
で
影
響
を
受
け
る
事

業
者
向
け
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー

に
関
す
る
新
着
情
報
を
随
時

発
信
す
る
︒

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｉ
Ｄ
は
﹁@

m
eti_chusho

﹂︒
な
お
︑

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
写
真
）
か
ら

の
友
だ
ち
登
録
も
可
能
︒

 

ト
ラ
ッ
ク
デ
ー
タ
連
携
を

進
め
最
適
物
流
を
実
現
へ

「
物
流
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
勉
強
会
」

取
り
ま
と
め
公
表

　

経
済
産
業
省
は
４
月
20

日
︑
物
流
分
野
に
お
け
る
新

し
い
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス

（
物
流
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
）
勉
強
会

（
座
長
・
石
田
東
生
国
立
大

学
法
人
筑
波
大
学
名
誉
教

授
）
に
よ
る
取
り
ま
と
め
を

公
表
し
た
︒

　

同
勉
強
会
で
は
こ
れ
ま

で
︑
有
識
者
や
商
用
車
メ
ー

カ
ー
︑
物
流
事
業
者
︑
Ｉ
Ｔ

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
等
の

民
間
事
業
者
等
の
参
加
の
も

と
︑
物
流
業
界
の
現
状
・
課

題
︑
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
の
ト

レ
ン
ド
を
踏
ま
え
︑
物
流
の

目
指
す
べ
き
将
来
像
や
そ
の

実
現
に
向
け
た
商
用
車
業
界

経 産 省

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
を

　
　
　
　
６
月
１
日
ま
で
伸
長

緊
急
事
態
宣
言
区
域
全
国
拡
大
を
受
け

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
で
事
業
者
向

け
支
援
メ
ニ
ュ
ー
情
報
を
提
供

「
新
型
コ
ロ
ナ
事
業
者
サ
ポ
ー
ト
」
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▼
５
月
８
日
～

申
請
書
類
の
頒
布

▼
４
月
24
日
～

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
頒
布

紙
媒
体
に
よ
る
頒
布

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

窓
口
申
請
受
付
期
間

７
月
１
日
～
７
月
14
日

　

同
事
業
は
︑
荷
主
企
業
や

一
般
消
費
者
が
よ
り
安
全
性

の
高
い
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
を
選
び
や
す
く
す
る
と
と

も
に
︑
事
業
者
全
体
の
安
全

性
向
上
に
対
す
る
意
識
を
高

め
る
た
め
の
環
境
整
備
を
図

る
目
的
で
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
の
安
全
性
を
正
当
に

評
価
・
認
定
し
︑
公
表
す
る

制
度
︒

　

２
０
０
３
年
度
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
︑
２
０
１
９
年
度
ま

で
に
２
万
５
９
４
８
事
業
所

（
全
事
業
所
の
30
・
２
％
）

を
﹁
安
全
性
優
良
事
業
所
﹂

（
Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
）
と
し

て
認
定
し
て
い
る（
表
１
）︒

　

認
定
事
業
所
に
対
し
て

は
︑
認
定
証
が
交
付
さ
れ
る

と
と
も
に
︑
認
定
マ
ー
ク
や

認
定
ス
テ
ッ
カ
ー
︑
認
定
ワ

ッ
ペ
ン
を
﹁
安
全
性
優
良
事

業
所
﹂
の
証
と
し
て
︑
認
定

と
な
る
︒

表
彰
︑
基
準
緩
和
自
動
車
の

有
効
期
間
の
延
長
︑
特
殊
車

両
通
行
許
可
の
有
効
期
間
の

延
長

②
全
ト
協
＝
助
成
の
優
遇

③
損
害
保
険
会
社
＝
保
険
料

の
割
引

　

安
全
性
優
良
事
業
所
は
全

ト
協
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ

Ｐ
）に
て
事
業
所
名
︑住
所
︑

電
話
番
号
が
公
表
さ
れ
て
い

る
ほ
か
︑
掲
載
を
希
望
し
た

一
部
認
定
事
業
所
の
Ｈ
Ｐ
へ

の
リ
ン
ク
お
よ
び
主
な
輸
送

品
目
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

　

な
お
︑﹁
引
越
事
業
者
優

　

Ｇ
マ
ー
ク
評
価
制
度
の
評

価
対
象
は
︑
一
般
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
と
特
定
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
の
事
業
所

良
認
定
制
度
（
引
越
安
心
マ

ー
ク
）﹂
の
認
定
を
受
け
る

た
め
に
は
︑
引
越
の
実
運
送

を
行
う
全
て
の
事
業
所
が
Ｇ

マ
ー
ク
を
取
得
し
て
い
る
こ

と
︑
ま
た
は
取
得
に
準
ず
る

審
査
を
受
け
る
こ
と
が
条
件

（
営
業
所
）︒申
請
資
格
は
︑

申
請
基
準
日
（
２
０
２
０
年

７
月
１
日
）
現
在
で
︑
①
事

業
開
始
（
運
輸
開
始
）
後
３

に
な
っ
て
い
る
︒
引
越
事
業

者
優
良
認
定
を
申
請
予
定
の

Ｇ
マ
ー
ク
未
取
得
事
業
所

は
︑
早
期
に
Ｇ
マ
ー
ク
を
取

得
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
︑

注
意
さ
れ
た
い
︒

年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
︑

②
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車

の
数
が
５
台
以
上
で
あ
る
こ

と
︱
︱
な
ど
が
条
件
と
な
っ

て
い
る
︒

　

申
請
か
ら
認
定
ま
で
の
流

れ
は
︑
図
１
の
通
り
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
２
０
２
０
年
度
に
つ

い
て
は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
︑
図
３
の
通
り
特
例
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
︒
特
例
措
置
の
詳
細
に
つ

い
て
は
︑
全
ト
協
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
申
請
案
内
を

参
照
の
こ
と
︒

　

申
請
書
類
は
︑
全
ト
協
Ｈ

Ｐ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
︑

５
月
８
日
よ
り
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）︑
当
該
事
業
所

が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
地

方
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化

事
業
実
施
機
関
（
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
）
で
入
手
で

き
る
︒

　

ま
た
︑
４
月
24
日
～
７
月

14
日
の
期
間
︑
申
請
書
・
自

認
書
を
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
作
成
で

き
る
﹁
申
請
書
作
成
シ
ス
テ

ム
﹂
が
稼
働
し
て
い
る
︒
シ

ス
テ
ム
の
混
雑
状
況
に
つ
い

て
は
図
４
の
通
り
︒
な
お
︑

同
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
作

成
し
た
申
請
書
に
よ
る
申
請

は
無
料
と
な
る
が
︑
複
写
式

申
請
書
（
手
書
き
記
入
）
に

よ
る
申
請
の
場
合
に
は
︑
申

請
書
の
実
費
（
１
０
０
０
円

・
税
込
）
が
必
要
と
な
る
︒

　

申
請
に
際
し
て
は
例
年
と

異
な
り
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
︑
５
面
の
図
５
の
通

り
︑
郵
送
で
地
方
実
施
機
関

（
都
道
府
県
ト
協
）
に
対
し

て
申
請
書
類
を
提
出
す
る
と

い
う
特
例
措
置
が
取
ら
れ
る

（
７
月
１
日
～
14
日
必
着
）︒

発
送
方
法
や
注
意
事
項
に
つ

い
て
は
５
面
の
図
５
を
確
認

の
こ
と
︒

　

ま
た
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
申
請
書
を
作
成

し
た
場
合
で
も
︑
必
ず
地
方

実
施
機
関
に
申
請
書
類
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
︑

注
意
さ
れ
た
い
︒

　

申
請
書
が
受
理
さ
れ
た
事

業
所
は
︑
①
安
全
性
に
対
す

る
法
令
の
遵
守
状
況
︑
②
事

故
や
違
反
の
状
況
︑
③
安
全

性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性

︱
︱
の
３
項
目
に
つ
い
て
︑

安
全
性
評
価
委
員
会
か
ら
評

価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
︒

　

今
年
度
か
ら
は
︑
評
価
対

象
と
な
る
取
組
に
つ
い
て
︑

脳
検
査
の
受
診
や
携
帯
型
心

電
計
の
活
用
︑
Ｓ
Ａ
Ｓ
（
睡

眠
時
無
呼
吸
症
候
群
）
検
査

の
受
診
な
ど
と
い
っ
た
﹁
健

康
起
因
事
故
防
止
対
策
﹂
な

ど
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
︒

ま
た
︑
評
価
項
目
の
配
点
が

一
部
変
更
に
な
る
こ
と
で
︑

各
評
価
項
目
の
合
計
点
は
１

０
０
点
か
ら
１
０
１
点
に
変

更
と
な
る
︒
変
更
点
の
詳
細

は
図
２
の
通
り
︒

　

評
価
３
項
目
の
合
計
点
数

80
点
以
上
で
︑
各
評
価
項
目

に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る

基
準
点
数
を
ク
リ
ア
し
︑
そ

の
他
の
認
定
要
件
も
満
た
さ

れ
て
い
る
場
合
︑﹁
安
全
性

優
良
事
業
所
﹂
と
し
て
認
定

さ
れ
る
︒
評
価
結
果
は
︑
各

申
請
事
業
所
に
対
し
て
12
月

中
旬
（
予
定
）
に
郵
送
に
て

通
知
さ
れ
る
︒

　

認
定
の
有
効
期
間
に
つ
い

て
は
表
２
の
通
り
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
申
請
手
続
き
の
詳

細
等
に
つ
い
て
は
︑
全
ト
協

Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
申

請
案
内
を
参
照
の
こ
と
︒

　

全
国
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業

実
施
機
関
で
あ
る
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協

会
は
、
こ
の
ほ
ど
２
０
２
０
年
度
「
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
性
評
価
事
業

（
Ｇ
マ
ー
ク
制
度
）」
実
施
概
要
を
発

表
し
た
。

　

同
事
業
の
開
始
か
ら
18
年
目
を
迎
え
、

安
全
性
優
良
事
業
所
（
Ｇ
マ
ー
ク
事
業

所
）
は
２
０
２
０
年
３
月
末
現
在
で
２

万
５
９
４
８
事
業
所
、
ま
た
認
定
率
は

30
・
２
％
と
な
り
、
初
め
て
30
％
を
超

え
た
。
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
事
業
所
数
の
拡

大
に
伴
い
、
荷
主
企
業
や
一
般
消
費
者

に
対
し
て
高
い
安
全
性
を
示
す
Ｇ
マ
ー

ク
の
さ
ら
な
る
認
知
の
広
が
り
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
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 表１    認定事業所数および認定事業所の車両台数の推移

 図１    申請から認定までの流れ

「
運
転
者
の
健
康
づ
く
り
への
取
り
組
み
」を

新
た
に
評
価
項
目
に
追
加

Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
が
全
体
の
3
割
超
に

有
効
期
間
内
に
限
り
使
用
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
︑
荷
主

企
業
や
一
般
消
費
者
な
ど
に

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能

　

ま
た
︑
安
全
性
優
良
事
業

所
に
対
し
て
は
︑
次
の
よ
う

な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
付
与

さ
れ
る
︒

①
国
土
交
通
省
＝
違
反
点
数

の
消
去
︑Ｉ
Ｔ
点
呼
の
導
入
︑

点
呼
の
優
遇
︑
補
助
条
件
の

緩
和
︑
安
全
性
優
良
事
業
所

 図３    新型コロナウイルス感染拡大防止に係る特例措置について
　全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（全日本トラック協会）では、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、2020 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業（G
マーク制度）について、下記の通り特例措置を講じる。
①申請受付に係る特例措置（詳細 5 面 図５）

原則、郵送による地方実施機関（都道府県トラック協会）への申請書類の提出と
する（7 月 1 日～ 14 日必着）。

②評価項目に係る特例措置
1. 安全性に対する法令の遵守状況（配点 40 点）

⑴中項目１～５（地方実施機関による巡回指導結果）について
新規申請、更新申請 A または B 方式を選択した場合であって、巡回指導の
実施が困難な場合については、直近の巡回指導結果を点数化し、評価を実施
する（直近の巡回指導結果がない場合は、期限までに巡回指導を実施する）。

⑵中項目６（運輸安全マネジメント取組状況）について
特例措置は設けない。

2. 事故や違反の状況（配点 40 点）
特例措置は設けない。

3. 安全性に対する取組の積極性（配点 21 点）
新型コロナウイルス感染拡大の影響がある期間（2020 年 3 月～ 6 月）で実施
できなかった取組について、下記の自認項目に限り、別に定める自認書で評価
を行う。
項目 2　 事業所内で安全対策会議（安全に関する QC 活動を含む）を定期的に

実施している。
項目 3　 荷主企業、協力会社または下請会社との安全対策会議を定期的に実施

している。
項目 5　 外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。
項目 6　 特定の運転者以外にも適性診断（一般診断）を計画的に受診させている。

③提出書類
提出書類についても一部が変更になる。詳細は、申請案内 16 ページ～ 19 ページ
を参照のこと。

④厚生年金保険料納付確認に係る特例措置
日本年金機構が、新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納
付が困難となった場合の猶予制度を 3 月 19 日に設けたことを踏まえ、年金事務
所へ猶予の申請を行った事業所については、確認対象の 2020 年 4 月分または 5
月分の厚生年金保険料について、2020 年 1 月分～ 5 月分のうち、いずれか 1 か
月分の厚生年金保険料の納付が確認できる書類の提出を認める。

※特例措置の詳細については、全ト協 HP に掲載されている申請案内を参照のこと。
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 図４

運送事業所の高い安全性をアピールする「Gマーク」
2020年度貨物自動車運送事業安全性評価事業の制度紹介

 表２    安全性優良事業所の有効期間
新規・更新の種別 現在の認定証番号 今回の認定による有効期間

新規認定事業所 2021 年１月１日～
2022 年 12 月 31 日（２年間）

初回更新事業所 189**** 2021 年１月１日～
2023 年 12 月 31 日（３年間）

２回目更新事業所 29*****（１）

2021 年１月１日～
2024 年 12 月 31 日（４年間）

３回目更新事業所 28*****（２）
４回目更新事業所 28*****（３）
５回目更新事業所 28*****（４）
※「現在の認定証番号」欄の「*」は各事業所に割り振られた数字を指します。

 図２    今年度からの評価項目の変更点
１. 評価項目Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」の自認項目 11

を「健康起因事故防止対策等輸送の安全に関する自主的、積
極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。」
に変更し、「運転者の健康状態や疲労状態の把握に効果が高
い取組として脳検査の受診、携帯型心電計の活用、SAS（睡
眠時無呼吸症候群）検査の受診のいずれかの実施」に対して
「2 点加点」とする。また、2 点加点の 3 つの取組以外の健
康起因事故防止に係る取組についても「1 点加点」とする（定
期健康診断の受診など法令で義務付けられているものを除
く）。

２. 評価項目Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」の配点を 21 点
に変更し、評価項目合計を 101 点とする。

※各評価項目における配点・基準点数は図１に記載の通り
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八
島
運
送
㈱
の
歴
史
は
︑

昭
和
47
年
に
福
島
県
浪
江
町

で
︑
創
業
者
の
林
茂
氏
が
10

㌧
ト
ラ
ッ
ク
１
台
で
営
業
を

開
始
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒

52
年
に
八
島
運
送
㈲
本
社
営

業
所
を
設
立
し
︑
林
茂
氏
は

代
表
取
締
役
社
長
に
就
任
︒

長
年
︑
浪
江
町
を
拠
点
に
同

社
は
事
業
を
展
開
し
て
き
た
︒

　

し
か
し
︑
平
成
23
年
に
発

生
し
た
︑
東
日
本
大
震
災
に

伴
う
東
京
電
力
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
の
影
響
に

よ
り
避
難
を
強
い
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
︑
同
社
で
は
福
島

市
内
に
仮
事
務
所
を
設
置
し

て
事
業
を
継
続
︒
25
年
に
現

在
の
場
所
に
福
島
営
業
所
を

開
設
し
︑
営
業
を
開
始
し
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑
震
災
か
ら

６
年
後
と
な
る
29
年
に
︑
本

社
営
業
所
が
営
業
を
再
開
︒

令
和
元
年
に
八
島
運
送
㈱
に

商
号
変
更
す
る
と
と
も
に
︑

林
茂
氏
は
代
表
取
締
役
会
長

に
な
り
︑
林
富
士
雄
氏
が
代

表
取
締
役
社
長
に
就
任
し
た
︒

　

同
社
の
輸
送
品
目
を
み
る

と
︑
新
聞
用
ロ
ー
ル
紙
な
ど

の
紙
製
品
が
４
割
を
占
め
て

い
る
︒
同
社
で
は
︑
大
手
製

紙
会
社
の
紙
輸
送
を
担
っ
て

お
り
︑
宮
城
県
内
の
製
紙
工

場
か
ら
新
聞
用
ロ
ー
ル
紙
を

関
東
地
方
に
輸
送
し
︑
関
東

地
方
か
ら
は
古
紙
を
宮
城
県

内
の
製
紙
工
場
に
運
ん
で
い

る
︒
そ
の
他
に
︑
ハ
ウ
ス
部

材
や
鉄
鋼
材
類
な
ど
の
輸
送

を
行
う
ほ
か
︑
ダ
ン
プ
車
を

保
有
し
除
染
土
の
輸
送
に
も

乗
り
出
し
て
い
る
︒

　

さ
て
︑
同
社
が
Ｇ
マ
ー
ク

取
得
に
取
り
組
ん
だ
の
は
︑

荷
主
で
あ
る
大
手
製
紙
会
社

か
ら
の
﹁
Ｇ
マ
ー
ク
を
取
得

し
た
ら
ど
う
か
﹂
と
い
う
要

請
が
大
き
な
き
っ
か
け
に
な

っ
た
と
い
う
︒

　

Ｇ
マ
ー
ク
制
度
開
始
以

降
︑
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
事
業
所

が
年
々
増
加
し
て
お
り
︑
そ

れ
に
つ
れ
て
︑
運
送
事
業
者

だ
け
で
は
な
く
荷
主
な
ど
に

も
Ｇ
マ
ー
ク
制
度
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
︑

Ｇ
マ
ー
ク
認
定
事
業
所
が

﹁
安
全
性
の
高
い
事
業
所
﹂

で
あ
る
と
い
う
理
解
も
広
ま

っ
て
き
て
い
る
︒
近
年
︑
企

業
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
（
法
令
遵
守
）
が
重
視

さ
れ
て
い
る
中
で
︑
取
引
を

行
う
運
送
事
業
者
に
対
し
て

も
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ
の
取

り
組
み
を
求
め
る
と
い
う
観

点
か
ら
︑
Ｇ
マ
ー
ク
取
得
を

求
め
る
荷
主
が
増
え
て
き
て

い
る
︒
な
か
に
は
︑
新
規
の

運
送
事
業
者
と
の
取
引
の
際

に
︑
Ｇ
マ
ー
ク
の
有
無
を
重

視
す
る
荷
主
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒

　
﹁
こ
こ
３
︑
４
年
で
Ｇ
マ
ー

ク
へ
の
荷
主
の
認
識
が
大
き

く
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て

い
ま
す
︒
安
全
性
の
高
い
事

業
所
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
Ｇ
マ
ー
ク
を
取
得
し
︑
荷

主
に
対
し
て
安
全
性
向
上
へ

の
取
り
組
み
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
く
こ
と
で
︑
同
業
他
社

と
の
差
別
化
に
も
繋
が
り
ま

す
︒
年
々
高
ま
っ
て
き
て
い

る
荷
主
か
ら
の
安
全
性
向
上

に
対
す
る
期
待
に
応
え
た
い

と
考
え
︑
当
社
で
も
Ｇ
マ
ー

ク
取
得
に
向
け
た
準
備
を
進

め
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
﹂

（
林
社
長
）

　

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
に
向
け

て
︑
同
社
で
は
４
年
ほ
ど
前

か
ら
福
島
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
右
近
八
郎
会
長
）
が
実
施

し
て
い
る
説
明
会
に
参
加
し
︑

着
々
と
準
備
を
進
め
た
︒
そ

し
て
︑
令
和
元
年
７
月
に
本

社
・
福
島
の
２
営
業
所
の
Ｇ

マ
ー
ク
申
請
を
実
施
︒
そ
の

結
果
︑
同
年
12
月
に
両
営
業

所
と
も
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
後
述

す
る
通
り
︑
同
社
で
は
様
々

な
安
全
性
向
上
に
資
す
る
取

り
組
み
を
実
施
し
て
き
て
い

た
こ
と
も
あ
り
︑
２
営
業
所

と
も
に
初
め
て
の
申
請
で
見

事
認
定
取
得
に
至
っ
た
の
で

あ
る
︒

　

福
島
県
適
正
化
事
業
実
施

機
関
（
右
近
八
郎
実
施
本
部

長
）
が
今
年
１
月
10
日
に
開

催
し
た
﹁
安
全
性
評
価
事
業

認
定
証
授
与
式
﹂
で
は
︑
新

規
に
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
を
受

け
︑
審
査
で
高
い
評
価
を
受

け
た
県
内
の
事
業
所
に
対
し

て
認
定
証
が
交
付
さ
れ
た
︒

　

同
社
で
は
︑
15
年
ほ
ど
前

か
ら
デ
ジ
タ
ル
タ
コ
グ
ラ
フ

を
導
入
し
︑
運
行
管
理
を
行

っ
て
い
る
︒
デ
ジ
タ
コ
で
取
得

し
た
デ
ー
タ
の
う
ち
︑
同
社

で
は
速
度
や
エ
ン
ジ
ン
回
転

数
︑
連
続
運
転
時
間
な
ど
で

高
得
点
を
獲
得
し
た
ド
ラ
イ

バ
ー
に
対
し
て
︑
手
当
を
給

早
い
車
両
整
備
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
同
社
の
ド
ラ
イ
バ

ー
が
特
に
力
を
入
れ
て
い
る

の
が
︑﹁
日
々
の
洗
車
﹂
で
あ

る
︒
日
頃
か
ら
車
両
を
き
れ

い
な
状
態
に
し
て
お
く
こ
と

で
︑
車
両
の
不
具
合
を
い
ち

早
く
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
︑
運
行
中
の
ト
ラ
ブ
ル
防

止
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

福
島
営
業
所
の
あ
る
福
島

県
中
通
り
は
︑
本
社
営
業
所

の
あ
る
同
浜
通
り
に
比
べ
る

と
冬
は
雪
が
多
く
な
る
た

め
︑
融
雪
剤
と
し
て
道
路
上

に
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
ま
く

こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
塩
化
カ

ル
シ
ウ
ム
を
洗
い
流
さ
ず
に
︑

車
両
に
こ
び
り
つ
い
た
ま
ま

放
置
す
る
と
︑
短
時
間
で
錆

が
発
生
し
︑
車
両
の
下
回
り

に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま

う
た
め
︑
運
行
中
の
予
期
せ

ぬ
ト
ラ
ブ
ル
に
も
繋
が
り
か

ね
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
冬
場

は
特
に
下
回
り
を
念
入
り
に

洗
う
よ
う
に
し
て
︑
ト
ラ
ブ

ル
防
止
を
図
っ
て
い
る
︒

　
﹁
当
社
で
は
運
行
中
の
ト

ラ
ブ
ル
防
止
の
観
点
か
ら
︑

以
前
か
ら
車
両
の
点
検
・
整

備
に
つ
い
て
は
特
に
念
入
り

に
行
う
よ
う
に
と
︑
ド
ラ
イ

バ
ー
た
ち
に
厳
し
く
指
導
し

て
き
ま
し
た
︒
自
社
内
に
整

　

さ
て
︑
輸
送
品
質
の
向
上

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
︑

日
頃
か
ら
の
的
確
な
運
転
操

作
や
丁
寧
な
荷
役
作
業
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
日
常
の
車

両
点
検
を
欠
か
さ
ず
に
実
施

し
︑
運
行
時
に
お
け
る
予
期

せ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防

い
で
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ

る
︒

　

同
社
は
︑
福
島
営
業
所
に

自
社
整
備
工
場
を
設
け
て
い

る
︒
整
備
工
場
内
に
は
30
㌧

リ
フ
ト
を
整
備
し
︑
荷
物
を

車
両
に
積
載
し
た
状
態
の
ま

ま
で
ト
ラ
ッ
ク
を
持
ち
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
︑
素

こ
れ
を
受
け
て
︑
同
授
与
式

に
出
席
し
た
林
社
長
が
代
表

者
決
意
表
明
を
行
い
︑﹁
Ｇ

マ
ー
ク
制
度
の
重
要
性
を
再

認
識
し
︑
安
心
・
安
全
な
輸

送
を
第
一
に
︑
優
良
事
業
所

と
し
て
さ
ら
な
る
資
質
向
上

を
目
指
し
ま
す
﹂
と
宣
言
し

た
︒

与
に
上
乗
せ
す
る
と
い
っ
た

評
価
制
度
を
設
け
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー

ダ
ー
も
早
い
段
階
で
車
両
に

搭
載
し
て
い
る
︒
当
初
は
前

方
と
後
方
︑
そ
し
て
キ
ャ
ビ

ン
内
を
撮
影
で
き
る
３
カ
メ

ラ
型
の
機
種
だ
っ
た
が
︑
現

在
で
は
さ
ら
に
機
能
を
加
え

て
︑
左
右
の
側
面
も
撮
影
で

き
る
５
カ
メ
ラ
型
の
ド
ラ
レ

コ
へ
の
更
新
を
完
了
し
た
︒

　
﹁
こ
れ
ま
で
当
社
の
車
両
で

も
車
両
側
方
へ
の
事
故
の
経

験
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
車
両

側
方
の
映
像
を
録
画
で
き
る

ド
ラ
レ
コ
を
搭
載
し
て
い
た

備
工
場
を
完
備
し
た
こ
と

で
︑
車
両
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

を
適
宜
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
︑
安
定
運
行
の

実
現
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
が
日
々

車
両
を
丁
寧
に
洗
う
こ
と

で
︑
車
両
へ
の
愛
着
も
芽
生

え
︑
運
行
不
能
に
結
び
つ
く

よ
う
な
車
両
の
不
具
合
の
早

期
発
見
に
も
繋
が
っ
て
い
ま

す
﹂（
同
）

　

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
以
降
︑
同

社
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
も
少
し

ず
つ
変
化
が
生
ま
れ
て
き
て

い
る
と
い
う
︒

　

車
両
に
貼
ら
れ
て
い
る
Ｇ

マ
ー
ク
ス
テ
ッ
カ
ー
に
は
︑

目
立
つ
よ
う
に
﹁
安
全
性
優

良
事
業
所
﹂
と
記
載
さ
れ
て

い
る
︒
Ｇ
マ
ー
ク
の
意
味
を

知
ら
な
い
一
般
の
ド
ラ
イ
バ

ー
か
ら
も
︑
こ
の
ス
テ
ッ
カ

ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
車
両
は

安
全
性
優
良
事
業
所
の
車
両

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
だ
け
に
︑

同
社
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
﹁
ふ

さ
わ
し
い
運
転
を
し
な
け
れ

ば
﹂
と
︑
よ
り
気
を
引
き
締

め
て
日
々
の
運
転
に
あ
た
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒

　

同
社
で
は
︑
荷
主
か
ら
の

安
全
性
の
さ
ら
な
る
向
上
へ

の
期
待
に
応
え
る
べ
く
︑
安

全
教
育
な
ど
を
通
じ
て
引
き

続
き
事
故
防
止
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
し
て
い
る
︒

　
﹁
Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
と
し

て
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
︑
当

社
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
は

自
分
た
ち
の
仕
事
に
対
し
て

こ
と
で
︑
当
社
の
車
両
に
過

失
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
﹂

（
同
）

　

と
こ
ろ
で
︑
同
社
が
取
り

扱
う
新
聞
用
ロ
ー
ル
紙
は
︑

積
み
降
ろ
し
や
輸
送
中
の
ち

ょ
っ
と
し
た
振
動
で
傷
が
つ
い

て
し
ま
う
ほ
ど
デ
リ
ケ
ー
ト

な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
︑

湿
気
に
弱
く
︑
重
量
が
あ
っ

て
大
き
い
こ
と
か
ら
︑
新
聞

用
ロ
ー
ル
紙
を
扱
う
際
に
は

細
心
の
注
意
が
要
求
さ
れ

る
︒
商
品
事
故
を
防
ぐ
た
め

に
は
︑
運
転
操
作
や
荷
役
作

業
に
対
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の

高
い
技
量
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
︑
同
社
で
は
配
車

を
行
う
際
に
︑
担
当
ド
ラ
イ

バ
ー
の
経
験
年
数
や
技
量
を

踏
ま
え
た
上
で
︑
配
車
を
行

う
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
︒

　
﹁
当
社
の
主
力
で
あ
る
新

聞
用
ロ
ー
ル
紙
な
ど
の
紙
製

品
輸
送
に
関
し
て
は
︑
高
い

輸
送
品
質
が
求
め
ら
れ
ま

す
︒
当
社
で
は
︑
ド
ラ
イ
バ

ー
の
運
転
操
作
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
︑
荷
役
作
業
の
丁
寧

さ
も
重
視
し
た
上
で
︑
商
品

事
故
を
防
ぐ
た
め
の
教
育
に

も
力
を
注
い
で
い
ま
す
﹂（
林

会
長
）

誇
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
同
時
に
︑﹃
安

全
性
優
良
事
業
所
の
ド
ラ
イ

バ
ー
﹄
と
し
て
の
責
任
感
も

生
ま
れ
て
い
ま
す
︒
Ｇ
マ
ー

ク
を
取
得
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
大
変
な
こ
と
で
し
た
が
︑

そ
れ
以
上
に
今
後
Ｇ
マ
ー
ク

を
維
持
し
て
い
く
こ
と
の
方

が
よ
り
大
変
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
︒﹃
安
全
性
優
良
事
業

所
﹄
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
事

業
者
で
あ
り
続
け
る
た
め

に
︑
今
後
も
交
通
事
故
・
労

働
災
害
ゼ
ロ
を
目
標
に
掲

げ
︑
輸
送
の
安
全
性
向
上
に

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
﹂（
林
社
長
）

（
取
材
協
力
）
八
島
運
送
㈱

　

林
茂
代
表
取
締
役
会
長
、

林
富
士
雄
代
表
取
締
役
社
長

　

２
０
２
０
年
度
の
「
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
安
全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ
ー
ク
制

度
）」
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
（
４

面
に
制
度
概
要
）。

　
『
広
報
と
ら
っ
く
』
で
は
、
Ｇ
マ
ー
ク
認

定
を
受
け
て
い
る
事
業
所
を
訪
問
し
、
Ｇ

マ
ー
ク
認
定
取
得
の
経
緯
や
安
全
性
向
上

へ
の
取
り
組
み
、
ま
た
Ｇ
マ
ー
ク
取
得
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト
な
ど
を
取
材
し
た
。

　

今
回
は
、
荷
主
か
ら
の
要
請
を
受
け
て

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
、
令
和
元
年
12
月
、
初
め
て
の
申
請
で

Ｇ
マ
ー
ク
認
定
事
業
所
に
認
定
さ
れ
た
、

福
島
県
福
島
市
の
八
島
運
送
㈱
（
林
富
士

雄
代
表
取
締
役
社
長
）
福
島
営
業
所
を
紹

介
す
る
。

林　茂
代表取締役会長

林　富士雄
代表取締役社長

　

そ
れ
で
は
︑
同
社
に
お
け

る
安
全
性
向
上
へ
の
取
り
組

み
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
︒

八島運送㈱
［代表取締役会長　林　茂］
［代表取締役社長　林　富士雄］
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会社概要

▽
﹁
Ｇ
マ
ー
ク
﹂
を
重
視
す
る
荷
主
が
増
加

荷
主
か
ら
の
要
請
に
応
え
取
得
を
決
意

▽﹁
獲
得
し
た
Ｇ
マ
ー
ク
を
返
還
し
て
は
な
ら
な
い
﹂

安
全
へ
の
意
識
高
め
事
故
ゼ
ロ
を
目
指
す

▽
自
社
工
場
で
の
整
備
徹
底
で
ト
ラ
ブ
ル
防
ぐ

車
両
不
具
合
の
早
期
発
見
に
繋
が
る
﹁
日
々
の
洗
車
﹂

同社では、新聞用ロール紙などの紙製品の輸送を主体としている

洗
車
を
欠
か
さ
ず
に
行
い
、
車
両

を
き
れ
い
な
状
態
に
し
て
お
く

こ
と
で
、
車
両
の
不
具
合
の
早
期

発
見
に
繋
が
る

前
後
だ
け
で
な
く
左
右
の
車
両

側
面
も
撮
影
で
き
る
５
カ
メ
ラ

型
の
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の

導
入
が
完
了
し
た
（
矢
印
は
右

側
方
を
映
す
カ
メ
ラ
）

高
ま
り
つ
つ
あ
る
荷
主
の
安
全
へ
の
意
識
　
安
全
性
の
高
さ
が
「
差
別
化
」
に
繋
が
る

「
Ｇ
マ
ー
ク
」
は
安
全
輸
送
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル

八
島
運
送
株
式
会
社
福
島
営
業
所
（
福
島
県
福
島
市
）

Ｇマーク認定事業所紹介

特 集

▽
側
方
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
事
故
防
止
に
繋
げ
る

商
品
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
配
車
に
も
工
夫
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施設名 住所 電話番号 入浴施設 シャワー
施設

大型車
駐車台数

仙台TS 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-1-15 022-232-9336 39
白河の関TS 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15-1 0248-21-7167 45

茨城TS 茨城県小美玉市西郷地字新田1390 0299-48-3455 　 ※1 30
矢板TS 栃木県矢板市乙畑440-2　 0287-48-1919 　 ※1 46
大宮TS 埼玉県さいたま市西区三橋6-699-1　 048-623-6815 41
東神TS 神奈川県大和市上草柳588　 046-261-1100 97
新潟TS 新潟県新潟市西区山田196-1 025-233-6961 52
金沢TS 石川県金沢市千木町ル21-1　 076-257-2755 　 ※1 56
浜松TS 静岡県浜松市東区流通元町2-3 053-421-5311 　 ※1 116
安城TS 愛知県安城市尾崎町大縄19-1　 0566-98-8823 74

名古屋TS 愛知県名古屋市港区藤前3-601 052-303-2188 　 ※1 97

施設名 住所 電話番号 入浴
施設

シャワー
施設

大型車
駐車台数

びふか 北海道中川郡美深町字大手307-1 01656-2-1000 18
忠類 　　　中川郡幕別町忠類白銀町384-12 01558-8-3236 12

かみゆうべつ温泉チューリップの湯 　　　紋別郡湧別町中湧別中町3020-1 01586-4-1126 8
サンフラワー北竜 　　　雨竜郡北竜町字板谷163-2 0164-34-3321 16

みついし 　　　日高郡新ひだか町三石鳧舞161-2 0146-34-2333 14
阿寒丹頂の里 　　　釧路市阿寒町上阿寒23-36-1 0154-66-2969 8

ほっと♡はぼろ 　　　苫前郡羽幌町北3条1-29 0164-62-3800 23
森と湖の里ほろかない 　　　雨竜郡幌加内町字政和第1 0165-37-2070 5

なとわ・えさん 　　　函館市日ノ浜町31-2 0138-85-4010 3
むかわ四季の館※3 　　　勇払郡むかわ町美幸3-3-1 0145-42-4171 3

鐘のなるまち・ちっぷべつ 　　　雨竜郡秩父別町2085 0164-33-3902 5
風Ｗとままえ 　　　苫前郡苫前町字苫前119-１ 0164-64-2810 10
しほろ温泉 　　　河東郡士幌町字下居辺西２-134 01564-5-3630 9

☆ロマン街道しょさんべつ 　　　苫前郡初山別村字豊岬153-1 0164-67-2525 5
パパスランドさっつる 　　　斜里郡清里町字神威1071 0152-26-2288 5

しんしのつ 　　　石狩郡新篠津村第45線北２ 0126-58-3166 7
びえい「白金ビルケ」 　　　上川郡美瑛町字白金 0166-94-3355 4

浅虫温泉 青森県青森市大字浅虫字螢谷341-19 017-737-5151 17
いかりがせき 　　　平川市碇ヶ関碇石13-1 0172-49-5020 5

ふかうら 　　　西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川144-1 0173-76-3660 4
雫石あねっこ 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118-10 019-692-5577 15

とうわ 　　　花巻市東和町安俵6区147-2 0198-42-3006 8
上品の郷 宮城県石巻市小船越字二子北下1-1 0225-62-3670 10
やたて峠 秋田県大館市長走字陣場311 0186-51-2311 5
東由利 　　　由利本荘市東由利老方字畑田28 0184-69-2611 18
象潟 　　　にかほ市象潟町字大塩越73-1 0184-32-5588 20

おがち 　　　湯沢市小野字橋本90 0183-52-5500 20
てんのう 　　　潟上市天王字江川上谷地109-2 018-878-6588 14

岩城 　　　由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43 0184-73-3789 20
おおうち 　　　由利本荘市岩谷町字西越36 0184-62-1126 8

うご 　　　雄勝郡羽後町西馬音内字中野200 0183-56-6128 6
おが 　　　男鹿市船川港船川字新浜町1番地19 0185-47-7515 7

あつみ 山形県鶴岡市早田字戸ノ浦606 0235-44-3211 14
にしかわ 　　　西村山郡西川町大字水沢2304 0237-74-2100 10

鳥海 　　　飽海郡遊佐町大字菅里字菅野308-1 0234-71-7222 12
庄内みかわ 　　　東田川郡三川町大字横山字堤172-1 0235-68-2500 22
たかはた 　　　東置賜郡高畠町大字安久津2072-1 0238-52-5433 8
喜多の郷 福島県喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1 0241-21-1139 5
ならは 　　　双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入22-1 0240-26-1126 17

きらら289 　　　南会津郡南会津町山口字橋尻1 0241-71-1289 4
奥久慈だいご 茨城県久慈郡大子町大字池田2830-1 0295-72-6111 6

グランテラス筑西 　　　筑西市川澄1850番地 0296-45-5055 43
きつれがわ 栃木県さくら市喜連川4145-10 028-686-8180 7

はが 　　　芳賀郡芳賀町大字祖母井842-1 028-677-6000 13
湯西川 　　　日光市西川478-1 0288-78-1222 3

うつのみや　ろまんちっく村 　　　宇都宮市新里町丙254 028-665-8800 12
たかねざわ　元気あっぷむら 　　　塩谷郡高根沢町大字上柏崎588番地1 028-676-1126 11

六合 群馬県吾妻郡中之条町大字小雨22 0279-95-3342 1
白沢 　　　沼田市白沢町平出1297 0278-53-3939 5

よしおか温泉 　　　北群馬郡吉岡町大字漆原2004 0279-54-1221 8
赤城の恵 　　　前橋市荻窪町437-11 027-288-0378 12
ふじみ 　　　前橋市富士見町石井1569-1 027-230-5555 5

中山盆地 　　　吾妻郡高山村大字中山2357-1 0279-63-2000 6
あがつま峡 　　　吾妻郡東吾妻町大字三島6441 0279-67-3193 11
大滝温泉 埼玉県秩父市大滝4277-2 0494-55-0126 0

両神温泉薬師の湯 　　　秩父郡小鹿野町両神薄2380 0494-79-1533 5
かぞわたらせ 　　　加須市小野袋1737 0280-62-5555 22

むつざわスマートウェルネスタウン・
道の駅・つどいの郷 千葉県長生郡睦沢町森2-1 0475-36-7400 18

保田小学校 　　　安房郡鋸南町保田724 0470-29-5530 5
朝日 新潟県村上市猿沢1215 0254-72-1551 20
関川 　　　岩船郡関川村大字上関1252-1 0254-64-0252 16

ちぢみの里おぢや 　　　小千谷市稗生甲1670-1 0258-81-1717 12
胎内 　　　胎内市下赤谷387-1 0254-47-2723 5

クロス10十日町 　　　十日町市本町六の1-71-26 025-757-2323 6
風の丘米山※4 　　　柏崎市大字青海川175-1 0257-26-2611 5

じょんのびの里高柳 　　　柏崎市高柳町高尾10-1 0257-41-2222 10
国上 　　　燕市国上5866-1 0256-98-0770 5

よしかわ杜氏の郷 　　　上越市吉川区杜氏の郷1 025-548-2331 8
うみてらす名立 新潟県上越市名立区名立大町4280-1 025-531-6300 13

施設名 住所 電話番号 入浴施設 シャワー
施設

大型車
駐車台数

亀山TS 三重県亀山市小野町桜口586-4 0595-82-3935 　 ※1 82
彦根TS 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満2337-1　 0749-26-0156 　 ※1 45
大阪TS 大阪府寝屋川市木屋元町20-1　 072-832-2362 　 ※1 80

奈良・針TS 奈良県奈良市針町487-1　 0743-82-0622 60
岡山TS 岡山県岡山市中区倉富285-19 086-277-4055 53
尾道TS 広島県尾道市高須町字才ケ久保21193-3 0848-46-1882 37
三次TS 広島県三次市西酒屋町船所1468 0824-63-0025 30

北九州TS 福岡県北九州市小倉北区東港1-3 093-581-5031 70
鳥栖TS 佐賀県鳥栖市永吉町617-1 0942-83-7035 　 ※1 48
諫早TS 長崎県諫早市貝津町1051-12 0957-26-8228 　 ※1 　 45※2

大分TS 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口6045-2 097-597-6233 43
宮崎TS 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字畑中1765-1 0983-33-0880 18

鹿児島TS 鹿児島県鹿児島市西別府町2941-19
（流通業務団地内）　 099-281-5960 50

（駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計）　※１　女性用シャワー　※２　5台の中型車を含む　

施設名 住所 電話番号 入浴
施設

シャワー
施設

大型車
駐車台数

氷見 富山県氷見市北大町25-5 0766-72-3400 9
メルヘンおやべ 　　　小矢部市桜町1535-1 0766-68-3811 34
ころ柿の里しか 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向10 0767-32-4831 2

倶利伽羅　源平の郷 　　　河北郡津幡町字竹橋西239-14 076-288-1054 5
山中温泉　ゆけむり健康村 　　　加賀市山中温泉こおろぎ町イ19 0761-78-5620 0

シーサイド高浜 福井県高浜町下車持46-10 0770-72-6666 19
越前 　　　丹生郡越前町厨71-335-1 0778-37-2360 11

禅の里 　　　吉田郡永平寺町清水2-21-1 0776-64-3377 2
たばやま 山梨県北都留郡丹波山村2901 0428-88-0411 3
みまき 長野県東御市布下35-4 0268-67-3467 3

マルメロの駅ながと 　　　小県郡長和町古町2424-19 0268-68-2000 15
信州蔦木宿 　　　諏訪郡富士見町落合1984-1 0266-61-8222 18

小谷 　　　北安曇郡小谷村大宇北小谷1861-1 0261-71-6000 7
ぽかぽかランド美麻 　　　大町市美麻16784 0261-29-2030 8

信州平谷 　　　下伊那郡平谷村252 0265-48-2911※5 23
遠山郷 　　　飯田市南信濃和田456 0260-34-1071 10

花街道付知 岐阜県中津川市付知町8581-1 0573-82-2000 8
美濃白川 　　　加茂郡白川町河東3500-1 0574-75-2146 13

星のふる里　ふじはし 　　　揖斐郡揖斐川町東横山264-1 0585-52-2020 9
飛騨金山ぬく森の里温泉 　　　下呂市金山町金山911-1 0576-32-4855 4

桜の郷　荘川 　　　高山市荘川町猿丸88-1 05769-2-1030 5
古今伝授の里やまと 　　　郡上市大和町剣164 0575-88-2525 8

和良 　　　郡上市和良町宮地1155 0575-77-2353 3
うすずみ桜の里・ねお 　　　本巣市根尾門脇433-3 0581-38-3430 2

飛騨白山 　　　大野郡白川村平瀬高ダイ516-12 05769-5-2230 3
池田温泉 　　　揖斐郡池田町片山1953-1 0585-45-0037 9

花の三聖苑伊豆松崎 静岡県賀茂郡松崎町大沢20-1 0558-42-3420 5
川根温泉 　　　島田市川根町笹間渡220 0547-53-4330 4

伊東マリンタウン 　　　伊東市湯川571-19 0557-38-3811 14
くるら戸田 　　　沼津市戸田1294-3 0558-94-5151 3

どんぐりの里　いなぶ 愛知県豊田市武節町針原４番地１ 0565-83-3200 12
飯高駅 三重県松阪市飯高町宮前177 0598-46-1111 8

農匠の郷やくの 京都府福知山市夜久野町平野2150 0773-38-0001 5
スプリングスひよし 　　　南丹市日吉町中宮の向8 0771-72-1526 5

神鍋高原 兵庫県豊岡市日高町栗栖野59-13 0796-45-1331 4
但馬楽座 　　　養父市上野299 079-664-1000 5

あいおい白龍城 　　　相生市那波南本町1866-6 0791-23-5995 4
神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢 　　　神戸市北区大沢町上大沢2150 078-954-1940 15

杉の湯　川上 奈良県吉野郡川上村迫695 0746-52-0006 4
針Ｔ・Ｒ・Ｓ 　　　奈良市針町340-1 0743-82-5633 50

伊勢本街道　御杖 　　　宇陀郡御杖村大字神末6325 0745-95-2641 3
おくとろ 和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井字浦地335 0735-49-2324 7

椿はなの湯 　　　　西牟婁郡白浜町椿1058-1 0739-46-0617 15
なち 　　　　東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮361-2 0735-52-9201 7

シルクウェイにちはら 島根県鹿足郡津和野町池村1997 0856-74-2045 18
秋鹿なぎさ公園 　　　松江市岡本町1048-1 0852-88-3700 3

津和野温泉なごみの里 　　　鹿足郡津和野町鷲原イ256 0856-72-4122 11
むいかいち温泉 　　　鹿足郡吉賀町有飯225-2 0856-77-3040 2
豊平どんぐり村 広島県山県郡北広島町都志見12609 0826-84-1316 16

スパ羅漢 　　　廿日市市飯山21-5 0829-72-2221 3
ふぉレスト君田 　　　三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 3

阿武町 山口県阿武郡阿武町大字奈古2249 08388-2-0355 5
おふく 　　　美祢市於福町上4383-1 0837-56-5005 3

願成就温泉 　　　山口市阿東徳佐上10002-116 083-957-0118 15
蛍街道西ノ市 　　　下関市豊田町大字中村876-4 083-767-0241 5

宍喰温泉 徳島県海部郡海陽町久保字板取219-6 0884-76-3442 3
もみじ川温泉 　　　那賀郡那賀町大久保字西納野4-7 0884-62-1171 3

ふれあいパークみの 香川県三豊市三野町大見乙74 0875-72-2601 11
小豆島オリーブ公園 　　　小豆郡小豆島町西村甲1941-1 0879-82-2200 9
たからだの里さいた 　　　三豊市財田町財田上108-6 0875-67-2614 3

香南楽湯 　　　高松市香南町横井997-2 087-815-8585 2
ことなみ 　　　仲多度郡まんのう町川東2355-1 0877-56-0015 5

マイントピア別子 愛媛県新居浜市立川町707-3 0897-43-1801 13
しまなみの駅御島 　　　今治市大三島町宮浦3260 0897-82-0002 0

小松オアシス 　　　西条市小松町新屋敷乙22-29 0898-76-3111 3
霧の森 　　　四国中央市新宮町馬立4491-1 0896-72-3111 2

津島やすらぎの里 　　　宇和島市津島町高田830-1 0895-20-8181 7
ゆすはら 高知県高岡郡梼原町太郎川3785 0889-65-1100 10

土佐和紙工芸村 　　　吾川郡いの町鹿敷1226 088-892-1001 5
※3　温泉は令和2年４月20日～当面の間臨時休業
※4　本館のみリニューアルのため休止中
※5　電話は「ひまわりの湯」

トラックステーション（TS）

道の駅

全国 道路関係 入浴・シャワー施設情報
【TS、道の駅、高速道SA・PA】

（4月28日現在。最新の情報は各施設へお問い合わせください）

GWの一部休業については全ト協HPをご確認下さい

全日本トラック協会HP　『新型コロナウイルス関連情報』からも検索できます

（出典：国土交通省ホームページ　道路局「道の駅案内」）
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ほんのヒトコマ ［第63回］

動き出してるお正月商戦…コロナ対策で全国の知事も
毎日テレビに出ているので…

食
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化

食
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化

物流ジャーナリスト　森田 富士夫
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月
15
日
号
で
書
い
た
︒
各
社
で

影
響
に
差
は
あ
る
が
﹁
今
後
の
見

通
し
が
不
透
明
で
不
安
﹂
と
い
う

認
識
は
︑
多
く
の
事
業
者
で
一
致

し
て
い
る
︒
そ
こ
で
今
回
は
︑
あ

る
事
業
者
の
緊
急
事
態
宣
言
を
紹

介
し
よ
う
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
今
ほ

ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
１
月

に
︑﹁
社
内
的
に
緊
急
事
態
宣
言

を
し
た
﹂
事
業
者
が
い
る
︒
宣
言

以
降
は
非
常
時
に
対
応
し
た
社
内

態
勢
で
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
︒

こ
の
事
業
者
が
緊
急
事
態
宣
言
を

発
し
た
の
は
︑
①
昨
秋
か
ら
の
荷

動
き
や
運
賃
水
準
の
変
化
︑
②
直

近
の
営
業
所
別
の
業
績
（
５
日
︑

15
日
︑
25
日
の
月
３
回
収
支
を
分

析
）︑
③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
予
測
︑

④
社
会
・
経
済
全
般
の

動
向
︑
⑤
取
引
先
や
同

業
他
社
の
状
況
な
ど
か

ら
判
断
し
︑
景
況
悪
化

に
い
ち
早
く
備
え
る
た

め
だ
︒

　

九
州
に
あ
る
こ
の
事

業
者
は
保
有
車
両
数
が

68
台
で
大
型
車
が
多
く
︑関
東
︑

中
部
︑
関
西
へ
の
長
距
離
輸
送

を
メ
イ
ン
に
し
て
い
る
︒
ド
ラ

イ
バ
ー
は
80
人
で
車
両
数
よ
り

多
い
︒こ
れ
は﹁
２
マ
ン
乗
務
や
︑

乗
務
員
が
交
代
し
て
車
両
を
フ

ル
稼
働
さ
せ
る
よ
う
な
運
行
を

し
て
い
る
﹂
か

ら
だ
︒
ま
た
︑

本
社
営
業
所
の

他
に
県
内
に
２

営
業
所
が
あ
る
︒

　

長
距
離
で
は

帰
荷
確
保
が
必

須
だ
が
﹁
平
常

時
は
各
営
業
所

で
往
復
の
荷
物

を
確
保
し
︑
営

業
所
ご
と
に
車

両
の
稼
働
効
率

を
高
め
る
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
を

し
て
い
る
﹂︒

帰
荷
が
な
い
場

合
に
は
求
車
・

求
貨
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ

と
も
あ
る
が
﹁
求
貨
に
は
頼
ら

ず
求
車
で
活
用
し
て
い
る
﹂︒

そ
れ
は
﹁
往
復
の
運
賃
合
計
で

１
運
行
の
収
支
が
プ
ラ
ス
マ
イ

ナ
ス
ゼ
ロ
以
上
で
な
け
れ
ば
Ｏ

Ｋ
し
な
い
﹂
か
ら
だ
（
賃
金
は

月
給
制
）︒
た
だ
︑
帰
荷
が
な
く

傭
車
も
確
保
で
き
な
く
て
も
地
元

発
の
荷
物
は
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
そ
の
時
は
︑
他
の
営
業
所

か
ら
社
内
規
定
の
手
数
料
を
引
い

た
運
賃
で
帰
荷
を
斡
旋
し
て
も
ら

う
こ
と
も
あ
る
︒
だ
が
︑
社
内
手

数
料
の
設
定
は
低
く
︑
各
営
業
所

と
も
外
部
の
傭
車
を
優
先
す
る
︒

　

社
内
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
っ
て

﹁
３
営
業
所
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
て

い
る
往
復
の
荷
物
情
報
を
オ
ー
プ

ン
に
し
︑
社
内
取
引
の
ル
ー
ル
に

基
づ
い
て
全
車
両
の
最
適
稼
働
を

追
求
す
る
態
勢
に
移
行
し
た
﹂︒

そ
の
結
果
﹁
４
月
15
日
の
収
支
分

析
で
は
︑
１
営
業
所
だ
け
前
年
同

期
を
や
や
下
回
る
が
︑
２
営
業
所

は
上
回
っ
て
い
る
﹂（
４
月
16
日
電

話
取
材
）︒
非
常
時
態
勢
へ
の
移

行
が
奏
功
し
た
結
果
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
緊
急
事
態
宣
言
を
解
除
で

き
る
状
況
に
な
れ
ば
︑﹁
各
営
業

所
が
独
自
で
業
績
を
追
求
す
る
平

常
時
の
態
勢
に
戻
す
︒
営
業
所
単

位
で
業
績
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
が
あ
る
の
で
︑
平
常
時
は
良
い

意
味
で
の
競
争
が
業
績
ア
ッ
プ
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
﹂か
ら
だ
︒

　

こ
の
事
業
者
は
︑
社
内
緊
急
事

態
宣
言
で
﹁
コ
ロ
ナ
不
況
﹂
の
打

破
に
挑
ん
で
い
る
︒

第
254
回

社内「緊急事態宣言」と非常時態勢

法令　　  クイズ
マル　 バツ

	〜駐停車編〜
	 【解 答】２面に問題
❶	×（法第47条第2項）駐車するときは、
道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨
害とならないようにしなければならない。
❷	○（法第44条第１号）交差点、横断歩
道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の
頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルは駐
停車してはならない。
❸	×（法第45条第2項）駐車する場合に当
該車両の右側の道路上に3.5メートル		（道
路標識等により距離が指定されているとき
は、その距離）以上の余地がないこととな
る場所においては、駐車してはならない。
ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転
者がその車両を離れないとき、若しくは運

転者がその車両を離れたが直ちに運転に
従事することができる状態にあるとき、又は
傷病者の救護のためやむを得ないときは、
この限りでない。
❹	×（施行令第14条の6第2項第1号）歩
行者の通行の用に供する路側帯に入って
停車し又は駐車する場合は、当該路側帯を
区画している道路標示と平行になり、かつ、
当該車両の左側に歩行者の通行の用に供
するため0.75メートルの余地をとる。
❺	○（規制標示108の2）白の実線と白の
破線で示された路側帯は、「駐停車禁止路
側帯」を意味しており、その中に入って駐
停車することはできない。

175「
’20
西
イ
チ
グ
ル
メ
⑤
」 

佐
賀
を
牛ぎ

ゅ

～
っ
と
口
福
御
膳

　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
︑厳
し
い
仕

事
を
続
け
て
い
る
ド
ラ
イ
バ

ー
の
皆
様
︑ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒免
疫
力
の

あ
る
も
の
を
食
べ
︑睡
眠
を
十

分
に
と
っ
て
く
だ
さ
い
︒

　

さ
て
︑長
崎
自
動
車
道
は

長
崎
市
か
ら
佐
賀
県
の
鳥
栖

Ｊジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

Ｃ
Ｔ
に
至
る
１
２
０
㌔
㍍

の
高
速
道
路
︒西
洋
文
化
伝

来
の
道
・
長
崎
街
道
（
砂
糖

街
道
）を
な
ぞ
る
よ
う
な
ル

ー
ト
だ
︒肉
食
が
本
格
的
に

普
及
し
た
の
は
明
治
以
降
だ

が
︑金き

ん
り
ゅ
う立
Ｓサ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
Ａ
（
下
り
線
）の

レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
︑西
洋
食
文

化
の
伝
来
史
に
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
︑ご
当
地
肉
料
理
を

堪
能
で
き
る
︒﹁
西
イ
チ
グ
ル

メ
コ
ン
テ
ス
ト
﹂で
審
査
員
特

別
賞
を
受
賞
し
た
︑﹁
佐
賀
を

牛ぎ
ゅ

～
っ
と
口
福
御
膳
﹂を
提

れ
も
釜
飯
の
炊
き
込
み
ご
飯

上
に
載
っ
て
登
場
す
る
︒肉
の

う
ま
味
が
実
感
で
き
る
よ
う

に
と
︑味
付
け
は
シ
ン
プ
ル
に

塩
と
こ
し
ょ
う
だ
け
だ
︒た

だ
︑わ
さ
び
も
添
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
︑わ
さ
び
醤
油
で
和

風
に
い
く
手
も
あ
る
︒

　

こ
の
﹁
口
福
膳
﹂で
は
︑ブ

ラ
ン
ド
豚
肉
や
ブ
ラ
ン
ド
鶏

肉
も
揃
い
踏
み
し
て
い
る
︒ト

た
や
さ
し
い
味
わ
い
で
︑し
か

も
︑う
ま
味
が
ぎ
ゅ
っ
！

　

そ
こ
で
結
論
︒最
近
は
全

国
的
に
郷
土
食
材
が
見
直
さ

れ
て
い
る
か
ら
︑
Ｓ
Ａ
や

Ｐパ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
Ａ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
ま
め
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
︑地
域
な
ら
で
は

の
パ
ワ
フ
ル
で
ヘ
ル
シ
ー
な
一

食
を
探
す
こ
と
︒そ
れ
が
ド

ラ
イ
バ
ー
の
健
康
に
繋
が
る
︒

 
 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

供
中
な
の
だ
︒

　

佐
賀
の
牛
肉
と
い
え
ば
高

品
質
で
知
ら
れ
る
佐
賀
牛
︒

佐
賀
県
育
ち
の
黒
毛
和
種
で

肉
質
が
Ａ
５
な
い
し
４
︑つ
ま

り
最
高
か
次
の
ラ
ン
ク
︑ま
た

Ｂ
Ｍ
Ｓ
（
脂
肪
交
雑
）７
以

上
の
霜
降
り
で
な
け
れ
ば
佐

賀
牛
と
名
乗
れ
な
い
︒

　
﹁
口
福
膳
﹂で
は
︑そ
の
佐

賀
牛
の
肩
ロ
ー
ス
が
60
㌘
︑そ

マ
ト
を
く
り
抜
い
た
フ
ァ
ル
シ

ー
サ
ラ
ダ
は
︑マ
ヨ
ネ
ー
ズ
ソ

ー
ス
で
和
え
た
﹁
有
明
鶏
﹂

入
り
︒蓮
根
挟
み
揚
げ
は
︑

﹁
肥
前
さ
く
ら
ポ
ー
ク
﹂と

﹁
あ
り
た
ど
り
﹂の
合
い
挽

き
肉
を
挟
ん
だ
も
の
︒吸
物

は
有
明
海
産
ば
ら
海
苔
で
︑

自
然
の
姿
の
ま
ま
干
し
た
海

苔
の
香
り
が
魅
力
︒ど
れ
も

佐
賀
の
穏
や
か
な
風
土
に
似

浜松TS

東名・中井PA

新東名・NEOPASA駿河湾沼津 施設名 住所 高速道路 電話番号 入浴施設 コイン
シャワー

大型車
駐車台数

安積PA・上り 福島県郡山市三穂田町川田字勝利ヶ岡30-1 東北自動車道 ー 48
安積PA・下り 　　　郡山市三穂田町川田字勝利ヶ岡1-2 東北自動車道 ー 48
中井PA・下り 神奈川県足柄上郡中井町 東名高速道路 ー 98
鮎沢PA・上り 　　　　足柄上郡山北町 東名高速道路 ー 145

EXPASA足柄・上り 静岡県御殿場市 東名高速道路 0550-83-1311 165
EXPASA足柄・下り 　　　駿東郡小山町 東名高速道路 0550-83-1842 240

牧之原SA・上り 　　　牧之原市 東名高速道路 0548-27-2802 182
牧之原SA・下り 　　　牧之原市 東名高速道路 0548-27-2801 221

NEOPASA駿河湾沼津・上り 静岡県沼津市根古屋 新東名高速道路 055-946-5250 98
NEOPASA駿河湾沼津・下り 　　　沼津市根古屋 新東名高速道路 055-946-5772 111

NEOPASA静岡・上り 　　　静岡市葵区小瀬戸 新東名高速道路 054-295-9200 159
NEOPASA静岡・下り 　　　静岡市葵区飯間 新東名高速道路 054-295-9211 71

掛川PA・上り 　　　掛川市倉真 新東名高速道路 ー 85
掛川PA・下り 　　　掛川市倉真 新東名高速道路 ー 85

NEOPASA浜松・上り 　　　浜松市浜北区大平 新東名高速道路 053-580-1360 173
NEOPASA浜松・下り 　　　浜松市北区都田町 新東名高速道路 053-482-8235 94
NEOPASA岡崎・上り 愛知県岡崎市宮石町 新東名高速道路 0564-64-5592 67
NEOPASA岡崎・下り 　　　岡崎市宮石町 新東名高速道路 0564-64-5592 77

諏訪湖SA・上り 長野県諏訪市 中央自動車道 0266-58-5934 47
諏訪湖SA・下り 　　　岡谷市 中央自動車道 0266-58-5935 44
徳光PA・下り 石川県白山市徳光町2495-1 北陸自動車道 ー 　　0※6

EXPASA多賀・下り 滋賀県犬上郡多賀町 名神高速道路 0749-48-2236 127
草津PA・上り 　　　大津市月輪5-8-9 名神高速道路 077-543-6125 160
草津PA・下り 　　　草津市笠山5-2-60 名神高速道路 077-564-7621 112
鈴鹿PA・上り 三重県鈴鹿市山本町 新名神高速道路 ー 56
鈴鹿PA・下り 　　　鈴鹿市山本町 新名神高速道路 ー 97
淡河PA・上り 兵庫県神戸市北区淡河町神田日光869-1 山陽自動車道 078-958-0870 103
淡河PA・下り 　　　神戸市北区淡河町神田日光835-1 山陽自動車道 078-958-0880 102
瀬戸PA・上り 岡山県岡山市東区瀬戸町万富2167 山陽自動車道 086-953-2113 90
小谷SA・下り 広島県東広島市高屋町小谷5237-1 山陽自動車道 082-434-6716 54

佐波川SA・上り 山口県防府市佐野台ケ原 山陽自動車道 0835-27-2670 39
吉志PA・下り 福岡県北九州市門司区吉志1620 九州自動車道 093-481-2317 69

※6　小型車83台と兼用

施設名 住所 電話番号 入浴
施設

シャワー
施設

大型車
駐車台数

土佐さめうら 　　　土佐郡土佐町田井字桜ヶ内448-2 0887-82-1680 3
木の香 　　　吾川郡いの町桑瀬225-24 088-869-2300 3
やす 高知県香南市夜須町千切537-90 0887-57-7122 2

おおとう桜街道 福岡県田川郡大任町大字今任原1339 0947-63-4430 5
鹿島 佐賀県鹿島市大字音成甲4427-6 0954-63-1768 10

不知火 熊本県宇城市不知火町永尾1910-1 0964-42-3300 5
有明 　　　天草市有明町大字上津浦1955 0969-53-1565 5

きくすい 　　　玉名郡和水町江田455 0968-86-3100 6
子守唄の里　五木 　　　球磨郡五木村甲2672-54 0966-37-2301 7

大野温泉 　　　葦北郡芦北町大字天月1000 0966-61-7300 5
美里「佐俣の湯」 　　　下益城郡美里町佐俣705 0964-46-4111 7
水辺プラザかもと 　　　山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 20

やよい 大分県佐伯市弥生大字上小倉898-1 0972-46-5951 7
ながゆ温泉 　　　竹田市直入町大字長湯8043-1 0974-75-2214 5

ゆ～ぱるのじり 　　　小林市野尻町三ヶ野山4347-1 0984-44-2210 5
喜入 鹿児島県鹿児島市喜入町6094-1 099-345-1117 10

くにの松原おおさき 　　　　曽於郡大崎町大字神領字高尾2388-11 0994-71-6666 26
たるみず 　　　　垂水市牛根麓1038-1 0994-34-2237 11

サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）

（4月28日現在。最新の情報は各施設へお問い合わせください）

全日本トラック協会HP　『新型コロナウイルス関連情報』からも検索できます

全国 道路関係 入浴・シャワー施設情報
【TS、道の駅、高速道SA・PA】



令和2年（2020年）5月1日 （8）第2153号（第3種郵便物認可）

詳しくは、当社サイトもご覧ください PC・タブレット・スマホ対応サイト

2020・5・1

▼
﹁
服
は
人
を
作
る
﹂
︱
︱
そ
の
人

の
身
な
り
︑
着
こ
な
し
で
︑
あ
る
程

度
そ
の
人
の
人
と
な
り
や
イ
メ
ー
ジ

が
分
か
る
︒
案
外
そ
う
か
も
知
れ
ま

せ
ん
︒
ス
イ
ス
人
作
家
の
ゴ
ッ
ト
フ

リ
ー
ト
・
ケ
ラ
ー
著
﹃
Ｋ
ｌ
ｅ
ｉ
ｄ

ｅ
ｒ　

Ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ　

Ｌ
ｅ
ｕ
ｔ

ｅ
（
馬
子
に
も
衣
装
）﹄
は
︑
主
人

公
で
あ
る
貧
乏
な
洋
裁
師
が
︑
仕
立

て
た
洋
服
を
身
に
纏
っ
た
と
こ
ろ
︑

そ
の
姿
が
侯
爵
然
と
し
て
気
品
高

く
︑
そ
れ
を
見
た
資
産
家
の
娘
が
︑

彼
を
貴
族
と
勘
違
い
し
て
恋
に
落

ち
結
婚
す
る
︑
と
い
う
短
編
小
説
で

す
︒
▼
服
を
着
る
意
味
を
段
階
的
に

み
る
と
︑﹁
①
服
が
変
わ
る
と
ペ
ル

ソ
ナ
が
変
わ
る
︑
②
ペ
ル
ソ
ナ
が
変

わ
る
と
性
格
が
変
わ
る
︑
③
性
格
が

変
わ
る
と
行
動
力
が
生
ま
れ
る
﹂
︱

︱
と
い
う
こ
と
で
す
︒
確
か
に
︑
着

る
服
に
よ
り
そ
の
日
の
気
分
が
変

化
す
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
︒
▼
川

島
ル
ミ
子
著
﹃
デ
ィ
オ
ー
ル
の
世

界
﹄
で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
が
生
ん
だ
世

界
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー

の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
デ
ィ
オ
ー
ル

が
︑
常
々
﹁
服
に
は
魂
が
込
め
ら
れ

て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
秘
め

た
思
い
を
吐
露
し
て
い
た
こ
と
が
綴

ら
れ
て
い
ま
す
︒
肥
料
の
生
産
事
業

で
富
を
得
た
裕
福
な
家
庭
で
育
っ

た
デ
ィ
オ
ー
ル
は
︑
父
の
支
援
で
服

飾
家
と
な
り
ま
す
が
︑
世
界
恐
慌
に

よ
り
父
の
事
業
も
ろ
と
も
す
べ
て
を

失
い
ま
す
︒
故
郷
に
戻
り
野
菜
栽
培

に
没
頭
し
て
︑
特
に
グ
リ
ー
ン
ピ
ー

ス
の
栽
培
に
尽
力
し
て
い
た
デ
ィ
オ

ー
ル
は
︑
後
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業
界

に
戻
る
の
を
躊
躇
っ
た
と
の
逸
話
が

あ
り
ま
す
︒
才
能
溢
れ
る
人
物
は
︑

ど
ん
な
世
界
に
あ
っ
て
も
特
別
な
力

を
発
揮
す
る
も
の
で
す
︒
▼
５
月
に

入
り
︑
こ
れ
か
ら
は
新
緑
の
眩
し
い

季
節
に
な
り
ま
す
︒
環
境
省
の
推
奨

す
る
﹁
ク
ー
ル
ビ
ズ
﹂
に
準
じ
︑
男

性
は
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
と
な
り
ま

す
︒﹁
服
は
人
を
作
る
﹂
を
胸
に
秘

め
︑
鏡
と
相
対
し
て
独
自
の
﹁
ブ
ラ

ン
ド
﹂
を
作
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
︒
▼
現
役
の
落
語
家
と
し

て
︑
唯
一
の
人
間
国
宝
・
柳
家
小
三

治
の
言
葉
に
︑﹁
芸
な
ん
て
で
き
る

限
り
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
ん
だ
か

ら
︑
あ
と
は
人
で
す
﹂
と
い
う
も
の

が
あ
り
︑
と
て
も
印
象
的
で
す
︒
表

面
に
出
て
い
る
要
素
も
勿
論
そ
れ

は
重
要
で
す
が
︑
人
は
努
力
次
第

で
︑
そ
の
内
面
に
あ
る
強
い
素
養
が

磨
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
肝
要
で

あ
る
と
の
指
摘
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
︒
芸
と
は
︑
た
と
え
究
め
て
も
︑

ま
だ
ま
だ
そ
の
先
に
越
え
ね
ば
な

ら
ぬ
山
が
幾
重
に
も
連
な
っ
て
い
る

深
い
深
い
世
界
な
の
で
し
ょ
う
︒

平
々
凡
々
と
生
き
て
い
る
小
生
で
す

が
︑
何
故
か
犇
々
と
胸
に
響
く
言
葉

で
す
！ 

（
山
崎　

薫
）

こ
ち
ら
広
報
室
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厚
労
省
で
は
︑﹁
第
13
次

労
働
災
害
防
止
計
画
（
２
０

１
８
年
度
～
２
０
２
２
年

度
）﹂
の
中
で
︑
職
場
で
の

熱
中
症
に
よ
る
死
亡
者
数
に

つ
い
て
︑
平
成
25
年
～
29
年

ま
で
の
５
年
間
と
比
較
し
て
︑

　

厚
労
省
で
は
︑
同
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
準
備
期
間
（
４
月
１

日
～
30
日
）︑
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

期
間
（
５
月
１
日
～
９
月
30

日
）︑
重
点
取
組
期
間
（
７

月
１
日
～
31
日
）
の
事
業
場

に
お
け
る
熱
中
症
予
防
対
策

を
図
２
・
図
３
・
図
４
の
通

り
取
り
ま
と
め
て
い
る
︒

　

各
事
業
場
に
お
い
て
は
︑

図
１
の
通
り
で
あ
る
︒

　

令
和
元
年
の
天
候
を
振
り

返
る
と
︑
７
月
は
東
・
西
日

本
を
中
心
に
気
温
は
低
か
っ

た
も
の
の
︑
７
月
末
か
ら
８

月
前
半
に
か
け
て
は
︑
東
日

本
を
中
心
に
太
平
洋
高
気
圧

に
覆
わ
れ
︑
晴
れ
て
厳
し
い

暑
さ
が
続
い
た
︒
ま
た
︑
秋

（
９
～
11
月
）に
か
け
て
も
︑

気
温
が
高
い
傾
向
が
み
ら

れ
︑東
・
西
日
本
の
気
温
は
︑

昭
和
21
年
の
統
計
開
始
以

来
︑
秋
の
平
均
気
温
と
し
て

最
も
高
く
な
っ
た
︒

　

令
和
元
年
の
職
場
に
お
け

る
熱
中
症
死
傷
者
数
は
︑
記

録
的
な
高
温
と
な
っ
た
平
成

30
年
に
比
べ
る
と
減
少
し
て

い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
死

亡
者
数
で
み
る
と
ほ
ぼ
横
ば

い
と
な
っ
て
お
り
︑
熱
中
症
へ

の
さ
ら
な
る
対
策
強
化
が
求

め
ら
れ
る
︒

30
年
～
令
和
４
年
ま
で
の
５

年
間
で
５
％
以
上
減
少
さ
せ

る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い

る
︒

　

平
成
27
年
～
令
和
元
年
ま

で
の
５
年
間
の
職
場
に
お
け

る
熱
中
症
死
傷
者
数
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
事
項
へ
の

重
点
的
な
取
り
組
み
が
求
め

ら
れ
る
︒

図３

図４

図２

※令和元年の数は、令和2年1月15日時点の速報値であり、今後、修正されることが
　あり得る。

職場における熱中症による死傷者数の推移

0
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200
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1,178
死亡者数（右目盛り）

死傷者数（左目盛り）

790

図１
　

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
で
亡
く
な
る
人

は
、
毎
年
全
国
で
10
人
以
上
に
の
ぼ
り
、

４
日
以
上
仕
事
を
休
む
人
は
４
０
０
人
を

超
え
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
労
働
災
害
防
止
団

体
な
ど
と
連
携
し
て
、
５
月
１
日
〜
９
月

30
日
の
期
間
、「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱
中
症　

ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」（
職
場
に

お
け
る
熱
中
症
予
防
対
策
）
を
展
開
し
、

職
場
で
の
熱
中
症
予
防
の
た
め
の
重
点
的

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
『
広
報
と
ら
っ
く
』
で
は
、
同

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
開
始
に
あ
た
り
、
事
業

場
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
対
策
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
号
で
は
、
同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中

に
事
業
者
が
求
め
ら
れ
る
取
り
組
み
に
つ

い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

表　各地の月別の平均気温予測
５月 ６月 ７月

北日本 高い見込み ほぼ平年並みの見込み ほぼ平年並みの見込み
東日本 高い見込み 平年並みか高い見込み ほぼ平年並みの見込み
西日本 高い見込み 平年並みか高い見込み ほぼ平年並みの見込み

沖縄・奄美 高い見込み ほぼ平年並みの見込み 平年並みか高い見込み
出典：３か月予報（令和２年４月 24 日発表）の解説（気象庁地球環境・海洋部）

 気象庁   ５月は全国的に高温に　熱中症に要警戒
〜〜 向こう３か月間の天候の見通し 〜〜

　気象庁は４月 24 日、「向こう３か月（５月～７月）の天候の見通し」を発表した。これによると、
各地の月別の平均気温予測は表の通りとなっている。
　この３か月は暖かい空気に覆われやすいことから、全国的に気温が平年並みか高くなると予測。特に、
５月は全国的に気温が高くなることが予測されているため、早めに熱中症への備えを着実に進めるとと
もに、気温の高い日には熱中症に特に注意することが必要である。
　なお、気象庁が２月 25 日に発表している「夏の天候の見通し（６～８月）」でも、
夏（６～８月）は気温が平均並みか高くなることが予測されている。

1
職
場
に
お
け
る
熱
中
症
に
よ
る
死
傷
者
数
の
推
移

死
亡
者
数
が
高
止
ま
り 

求
め
ら
れ
る
対
策
強
化

2
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
求
め
ら
れ
る
取
り
組
み

各
事
業
場
で
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
確
認
を

熱中症対策は万全ですか？（前編）

出典：厚生労働省「STOP! 熱中症　クールワークキャンペーン」リーフレットより

厚
労
省

「STOP！ 熱中症　クールワークキャンペーン」５月１日〜９月３０日



第2153号（第3種郵便物認可）令和2年（2020年）5月1日

Ⅰ.距離制運賃表
北海道運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 12,450 14,480 18,610 23,280 
20km 13,980 16,290 21,080 26,500 
30km 15,510 18,100 23,550 29,710 
40km 17,050 19,910 26,010 32,930 
50km 18,580 21,710 28,480 36,150 
60km 20,120 23,520 30,940 39,370 
70km 21,650 25,330 33,410 42,580 
80km 23,180 27,140 35,870 45,800 
90km 24,720 28,940 38,340 49,020 
100km 26,250 30,750 40,800 52,240 
110km 27,780 32,530 43,190 55,340 
120km 29,310 34,310 45,570 58,440 
130km 30,840 36,090 47,960 61,550 
140km 32,370 37,870 50,350 64,650 
150km 33,900 39,650 52,730 67,760 
160km 35,430 41,430 55,120 70,860 
170km 36,950 43,210 57,500 73,970 
180km 38,480 44,990 59,890 77,070 
190km 40,010 46,770 62,270 80,170 
200km 41,540 48,540 64,660 83,280 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,050 3,530 4,700 6,110 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,610 8,810 11,740 15,270 

東北運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 11,980 13,970 18,050 22,600 
20km 13,470 15,740 20,470 25,760 
30km 14,960 17,500 22,880 28,920 
40km 16,460 19,270 25,300 32,080 
50km 17,950 21,030 27,720 35,240 
60km 19,450 22,800 30,130 38,400 
70km 20,940 24,560 32,550 41,560 
80km 22,430 26,330 34,970 44,720 
90km 23,930 28,090 37,390 47,870 
100km 25,420 29,860 39,800 51,030 
110km 26,910 31,590 42,140 54,080 
120km 28,400 33,330 44,480 57,120 
130km 29,880 35,060 46,810 60,170 
140km 31,370 36,800 49,150 63,210 
150km 32,860 38,530 51,490 66,260 
160km 34,350 40,270 53,820 69,300 
170km 35,840 42,010 56,160 72,350 
180km 37,320 43,740 58,500 75,390 
190km 38,810 45,480 60,830 78,440 
200km 40,300 47,210 63,170 81,480 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 2,960 3,440 4,600 5,990 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,410 8,590 11,500 14,970 

関東運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 15,790 18,060 22,540 27,940 
20km 17,600 20,160 25,330 31,550 
30km 19,410 22,270 28,120 35,160 
40km 21,220 24,370 30,920 38,770 
50km 23,040 26,480 33,710 42,380 
60km 24,850 28,580 36,500 45,990 
70km 26,660 30,690 39,290 49,600 
80km 28,470 32,790 42,090 53,200 
90km 30,280 34,890 44,880 56,810 
100km 32,090 37,000 47,670 60,420 
110km 33,910 39,090 50,390 63,930 
120km 35,730 41,170 53,110 67,430 
130km 37,550 43,260 55,830 70,940 
140km 39,360 45,340 58,550 74,440 
150km 41,180 47,430 61,270 77,950 
160km 43,000 49,510 64,000 81,450 
170km 44,820 51,600 66,720 84,960 
180km 46,630 53,690 69,440 88,460 
190km 48,450 55,770 72,160 91,970 
200km 50,270 57,860 74,880 95,470 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,630 4,140 5,370 6,910 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 9,070 10,360 13,430 17,280 

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃国
交
省

令和2年4月24日告示



令和2年（2020年）5月1日 第2153号（第3種郵便物認可）

Ⅰ.距離制運賃表
北陸信越運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 12,530 14,560 18,680 23,360 
20km 14,070 16,370 21,150 26,580 
30km 15,600 18,190 23,620 29,800 
40km 17,140 20,000 26,090 33,020 
50km 18,680 21,810 28,560 36,240 
60km 20,220 23,630 31,030 39,460 
70km 21,760 25,440 33,500 42,690 
80km 23,300 27,250 35,970 45,910 
90km 24,840 29,060 38,440 49,130 
100km 26,380 30,880 40,910 52,350 
110km 27,910 32,660 43,300 55,460 
120km 29,450 34,450 45,690 58,570 
130km 30,980 36,230 48,080 61,680 
140km 32,520 38,020 50,470 64,790 
150km 34,050 39,800 52,870 67,900 
160km 35,590 41,590 55,260 71,010 
170km 37,120 43,370 57,650 74,120 
180km 38,660 45,160 60,040 77,220 
190km 40,190 46,940 62,430 80,330 
200km 41,730 48,730 64,820 83,440 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,060 3,540 4,710 6,120 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,640 8,850 11,770 15,290 

中部運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 14,390 16,530 20,790 25,850 
20km 16,080 18,500 23,430 29,270 
30km 17,770 20,480 26,070 32,690 
40km 19,460 22,450 28,710 36,110 
50km 21,150 24,420 31,350 39,530 
60km 22,840 26,390 33,990 42,950 
70km 24,530 28,370 36,630 46,370 
80km 26,220 30,340 39,270 49,790 
90km 27,910 32,310 41,910 53,210 
100km 29,600 34,280 44,550 56,630 
110km 31,290 36,240 47,120 59,950 
120km 32,980 38,190 49,690 63,270 
130km 34,670 40,140 52,250 66,580 
140km 36,370 42,090 54,820 69,900 
150km 38,060 44,040 57,390 73,220 
160km 39,750 45,990 59,960 76,540 
170km 41,450 47,940 62,520 79,850 
180km 43,140 49,900 65,090 83,170 
190km 44,830 51,850 67,660 86,490 
200km 46,520 53,800 70,230 89,810 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,380 3,870 5,070 6,540 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,440 9,680 12,660 16,340 

近畿運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 14,330 16,490 20,790 25,860 
20km 16,020 18,460 23,430 29,290 
30km 17,710 20,430 26,080 32,710 
40km 19,400 22,400 28,720 36,140 
50km 21,090 24,380 31,370 39,570 
60km 22,770 26,350 34,010 43,000 
70km 24,460 28,320 36,650 46,430 
80km 26,150 30,290 39,300 49,860 
90km 27,840 32,270 41,940 53,290 
100km 29,530 34,240 44,590 56,720 
110km 31,220 36,190 47,160 60,040 
120km 32,910 38,140 49,730 63,360 
130km 34,600 40,090 52,300 66,690 
140km 36,290 42,040 54,870 70,010 
150km 37,980 43,990 57,440 73,330 
160km 39,670 45,940 60,010 76,660 
170km 41,360 47,890 62,580 79,980 
180km 43,050 49,840 65,150 83,300 
190km 44,740 51,790 67,720 86,620 
200km 46,430 53,740 70,290 89,950 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,370 3,870 5,070 6,550 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,430 9,680 12,670 16,370 

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃国
交
省

令和2年4月24日告示
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Ⅰ.距離制運賃表
中国運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 13,000 15,060 19,220 23,980 
20km 14,580 16,920 21,730 27,260 
30km 16,160 18,770 24,240 30,530 
40km 17,740 20,620 26,750 33,800 
50km 19,310 22,480 29,270 37,070 
60km 20,890 24,330 31,780 40,340 
70km 22,470 26,180 34,290 43,610 
80km 24,050 28,040 36,800 46,880 
90km 25,620 29,890 39,320 50,150 
100km 27,200 31,740 41,830 53,420 
110km 28,770 33,570 44,260 56,580 
120km 30,350 35,400 46,700 59,740 
130km 31,930 37,230 49,130 62,910 
140km 33,500 39,050 51,570 66,070 
150km 35,080 40,880 54,000 69,230 
160km 36,650 42,710 56,440 72,390 
170km 38,230 44,540 58,870 75,550 
180km 39,800 46,360 61,310 78,710 
190km 41,380 48,190 63,740 81,870 
200km 42,950 50,020 66,180 85,030 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,140 3,620 4,800 6,220 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,850 9,060 11,990 15,560 

四国運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 12,280 14,290 18,380 22,990 
20km 13,800 16,080 20,830 26,180 
30km 15,320 17,870 23,270 29,370 
40km 16,840 19,660 25,710 32,560 
50km 18,350 21,450 28,160 35,750 
60km 19,870 23,250 30,600 38,940 
70km 21,390 25,040 33,040 42,130 
80km 22,910 26,830 35,490 45,320 
90km 24,420 28,620 37,930 48,510 
100km 25,940 30,410 40,370 51,700 
110km 27,460 32,170 42,740 54,770 
120km 28,970 33,930 45,100 57,850 
130km 30,480 35,690 47,460 60,930 
140km 32,000 37,450 49,830 64,000 
150km 33,510 39,210 52,190 67,080 
160km 35,020 40,980 54,560 70,160 
170km 36,540 42,740 56,920 73,230 
180km 38,050 44,500 59,290 76,310 
190km 39,560 46,260 61,650 79,390 
200km 41,080 48,020 64,010 82,470 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,010 3,490 4,650 6,050 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,530 8,730 11,640 15,130 

九州運輸局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

10km 12,370 14,370 18,430 23,040 
20km 13,890 16,160 20,870 26,230 
30km 15,410 17,960 23,320 29,410 
40km 16,930 19,750 25,760 32,600 
50km 18,460 21,550 28,210 35,790 
60km 19,980 23,340 30,650 38,980 
70km 21,500 25,130 33,090 42,160 
80km 23,020 26,930 35,540 45,350 
90km 24,540 28,720 37,980 48,540 
100km 26,070 30,520 40,430 51,720 
110km 27,580 32,280 42,790 54,800 
120km 29,100 34,050 45,160 57,880 
130km 30,620 35,820 47,520 60,960 
140km 32,140 37,580 49,890 64,030 
150km 33,660 39,350 52,260 67,110 
160km 35,180 41,120 54,620 70,190 
170km 36,700 42,880 56,990 73,260 
180km 38,210 44,650 59,360 76,340 
190km 39,730 46,410 61,720 79,420 
200km 41,250 48,180 64,090 82,500 

200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,020 3,500 4,660 6,050 
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 7,560 8,750 11,650 15,140 

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃国
交
省

令和2年4月24日告示
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Ⅰ.距離制運賃表
沖縄総合事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

車種別
キロ程

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

  5km 10,440 12,220 15,890 19,900 
10km 11,150 13,070 17,060 21,430 
20km 12,580 14,760 19,390 24,500 
30km 14,000 16,450 21,730 27,560 
40km 15,430 18,140 24,060 30,620 
50km 16,850 19,830 26,400 33,680 
60km 18,280 21,520 28,730 36,740 
70km 19,700 23,210 31,060 39,800 
80km 21,130 24,900 33,400 42,860 
90km 22,550 26,590 35,730 45,920 
100km 23,980 28,270 38,070 48,980 
110km 25,400 29,930 40,320 51,930 
120km 26,810 31,590 42,570 54,870 
130km 28,230 33,250 44,830 57,820 
140km 29,650 34,910 47,080 60,770 
150km 31,070 36,570 49,330 63,710 
160km 32,490 38,230 51,590 66,660 
170km 33,900 39,890 53,840 69,600 
180km 35,320 41,540 56,090 72,550 
190km 36,740 43,200 58,340 75,490 
200km 38,160 44,860 60,600 78,440 

200kmを超えて10kmを増すごとに加算する金額 1,410 1,640 2,220 2,890 

Ⅱ.時間制運賃表 （単位：円）

種別
車種別

局別
小型車

（2トンクラス）
中型車

（4トンクラス）
大型車

（10トンクラス）
トレーラー

（20トンクラス）

基　

礎　

額

８
時
間
制

基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のも
の130km

北海道 31,100 37,260 48,530 61,290

東北 29,970 36,050 47,170 59,670

関東 39,060 45,790 57,900 72,440

北陸信越 31,280 37,440 48,690 61,470

中部 35,710 42,130 53,700 67,370

近畿 35,580 42,040 53,710 67,430

中国 32,420 38,640 49,950 62,950

四国 30,700 36,800 47,960 60,590

九州 30,890 36,980 48,060 60,680

沖縄 28,010 33,890 44,810 56,880

４
時
間
制

基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のも
の60km

北海道 18,660 22,360 29,120 36,780

東北 17,980 21,630 28,300 35,800

関東 23,440 27,470 34,740 43,460

北陸信越 18,770 22,470 29,210 36,880

中部 21,430 25,280 32,220 40,420

近畿 21,350 25,220 32,230 40,460

中国 19,450 23,180 29,970 37,770

四国 18,420 22,080 28,780 36,350

九州 18,530 22,190 28,840 36,410

沖縄 16,800 20,330 26,880 34,130

加　

算　

額

基礎走行キロを超える
場合は、10kmを増す
ごとに

北海道 280 340 510 710

東北 280 340 510 710

関東 280 340 510 720

北陸信越 280 340 510 710

中部 280 340 510 710

近畿 280 340 510 710

中国 280 340 510 710

四国 280 340 510 710

九州 280 340 510 710

沖縄 280 340 510 710

基礎作業時間を超える
場合は、１時間を増す
ごとに（４時間制の場
合であって、午前から
午後にわたる場合は、
正午から起算した時間
により加算額を計算す
る。）

北海道 2,850 2,990 3,200 3,780

東北 2,720 2,850 3,050 3,600

関東 3,820 4,000 4,280 5,060

北陸信越 2,880 3,020 3,230 3,820

中部 3,430 3,590 3,850 4,550

近畿 3,400 3,560 3,810 4,510

中国 3,020 3,160 3,390 4,000

四国 2,810 2,940 3,150 3,730

九州 2,840 2,980 3,190 3,770

沖縄 2,490 2,610 2,790 3,300

Ⅲ.運賃割増率

【 特 殊 車 両 割 増 】 冷蔵車・冷凍車 ２割

【 休 日 割 増 】 日曜祝祭日に運送した距離に限る    ２割

【 深 夜 ・ 早 朝 割 増 】 午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅳ.待機時間料

車種別
時間

小型車
（2トンクラス）

中型車
（4トンクラス）

大型車
（10トンクラス）

トレーラー
（20トンクラス）

30分を超える場
合において30分
までごとに発生
する金額

1,670 円 1,750 円 1,870 円 2,220 円

Ⅴ.積込料、取卸料、附帯業務料

積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金
として収受

Ⅵ.実費

有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、
運賃とは別に実費として収受

Ⅶ.燃料サーチャージ

別に定めるところにより収受

Ⅷ.その他

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、
別に定める。

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃国
交
省

令和2年4月24日告示
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  ・2020 年を最終目標年として平成 29
　（2017）年に改訂した「トラック事
　業における総合安全プラン 2020」　
　の目標指標である、事業用トラック
を第１当事者とする死者数は245人、

　人身事故件数は 11,629 件と減少傾
　向にある。
・他方、事業用トラックの飲酒による
　交通事故件数は 28 件（前年比 8 件
　増）と増加するなど「飲酒運転ゼロ」
　とする目標達成にはほど遠い現状と
　なっており、より一層の飲酒事故防
止対策の取り組みが強く求められる。

◆ 事故件数および死者数 ◆ 事故類型別

◆ 発生地別

◆ 事故類型別（車両区分） ◆ 交差点における死亡事故（対歩行者・対自転車別）

・平成 31 年 1月～令和元年 12 月の傾向をみると、「車両相互」が
最も多く　109 件（45.6％）と 5割近くを占めている。

・次いで、「人対車両 105 件（43.9％）、「車両単独」24 件（10.0％）
　と続いている。

交通事故統計分析結果〔発生地別〕
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・事業用トラックが第１当事者となる交差点における対歩行者、対自転車の死亡事故
　（74 件 ) は、追突事故（37 件）の 2. 0 倍。
・左折死亡事故は、8 割強が大型車による対自転車事故（22 件）。
・直進死亡事故は、7 割近くが対歩行者事故（20 件）。
・右折死亡事故は、約9割が対歩行者事故（17 件）、うち 7割以上が中・大型車。

（１）車両区分別の事故類型（人対車両）別 ※「人対車両」には、対自転車事故は含まない

・車両区分別の事故類型（人対車両）別にみると、「大型」、「中型」は「横断中　その他」が最も多く、　
　それぞれ 15 件（28.8％）、10 件（35.7％）となっている。
 ・「準中型」、「普通」は「横断中　横断歩道」が最も多くそれぞれ 8件（36.4%）、２件（66.7%）となっ
　ている。

（２）車両区分別の事故類型（車両相互）別  ※「車両相互」には、対自転車事故を含む
・車両区分別の事故類型（車両相互）別にみると、「大型」は「左折時衝突」が最も多く 22 件（30.1％）、
　次いで「追突　駐・停車中」11 件（15.1％）、「出会い頭衝突」9件（12.3％）と続いている。 
・「中型」は「追突　駐・停車中」が最も多く 9件（36.0％）、次いで「追突　進行中」、「出会い頭衝突」
　がそれぞれ 5件（20.0％）と続いている。
 ・「準中型」は「追突　駐・停車中」、「出会い頭衝突」が最も多く、それぞれ 3件（33.3％）となっている。
・「普通」は「出会い頭衝突」、「転回時衝突」がそれぞれ 1件（50.0%）となっている。
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大   型：2件　22件
中   型：0件　　2件
準中型：0件　　0件
普   通：0件　　0件

車両区分の解説

大　型：  車両総重量 11t 以上
中　型：  7.5t 以上 11t 未満
準中型：  3.5t 以上 7.5t 未満
普　通：  3.5t 未満
※軽自動車は含まない
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死亡事故件数
239件

（2019年1～12月） 交差点―対自転車

交差点―その他

追突

交差点―対歩行者

37件
15％

掲示用

。む含を」等車転自「るあで」両車軽「の上法通交路道はに」両車「るなと者事当2第ので」互相両車「　、たま。故事亡死たっなと者事当１第が）く除を軽（車動自物貨用業事は象対

事業用トラックが第１当事者となった死亡事故令和元年中
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 3件

準中型
  22件

 大型
52件
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9.19.1

大型
中型

普通
準中型

　

　

1 

・平成 31 年1 月～令和元年 12 月の発
　生地別死亡事故件数の多い県をみる
　と、　「大阪府」が最も多く 18 件、次
　いで「千葉県」16 件、　「埼玉県」「神
　奈川県」がそれぞれ 15 件、「愛知県」
　13 件と続いている。 
・前年と比較すると、「岡山県」が７件
　増と突出しており、「神奈川県」「香
　川県」の 5 件増、「石川県」の 4 件
　増と続いている。
・東京都をはじめとする大都市圏での
　事故発生が依然として多い傾向にあ
　る。

出典：（公財）交通事故総合分析センター

出典：（公財）交通事故総合分析センター

出典：（公財）交通事故総合分析センター出典：（公財）交通事故総合分析センター

出典：（公財）交通事故総合分析センター
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「トラック事業における総合安全プラン2020」目標値と事故の現況
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出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」
※「飲酒運転」は「道路交通法違反取締件数」の数値で、「酒酔い運転」および「酒気帯び運転」の合計値。
数字はいずれも事業用貨物自動車（軽自動車を除く）によるもの。

死者数（人） 人身事故件数（件） 飲酒運転　うち事故件数（件）飲酒運転　件数（件）※ ※


